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 平成２７年第８回平取町議会定例会 （開 会 午前９時３０分）

議長 皆さんおはようございます。ただいまより平成２７年第８回平取町議会定例会

を開会します。直ちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１２名で会議

は成立します。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第

１２２条の規定によって、１１番千葉議員と１番松原議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことにつきましては、１２月８日

に議会運営委員会を開催し協議をしておりますので、その結果を議会運営委員

会委員長より報告願います。８番四戸議員。 

８番 

四戸議員 

８番四戸です。本日召集されました第８回町議会定例会の議会運営等につきま

しては、１２月８日開催されました議会運営委員会におきまして協議し、会期

については１２月１５日から明日１２月１６日までの２日間とすることで意見

の一致をみておりますので、議長よりお諮りをお願いいたします。 

議長 お諮りします。ただいま議会運営委員会委員長より報告がありましたとおり、

会期は本日から明日１２月１６日までの２日間とすることにご異議ありません

か。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、会期は本日から明日までの２日間と決定をいた

しました。 

日程第３、諸般の報告を行います。監査委員からの平成２７年１０月分の出納

検査の結果報告、また、平取町外２町衛生施設組合議会に関する報告があり、

その写しをお手元に配布しておきましたので、ご了承願います。次に、郵送に

よる陳情及び閉会中の諸事業について、配付資料のとおりご報告いたします。

以上で諸般の報告を終了します。 

日程第４、行政報告を行います。教育行政報告について。教育長。 

教育長 それでは本年９月定例議会以降における諸般の教育行政についてご報告を申し

上げます。１点目、平成２７年度全国学力・学習状況調査結果についてであり

ます。本年４月２１日に実施されました全国学力・学習状況調査にかかわりま

す北海道全体及び管内別の結果が１１月２５日に北海道教育委員会のホームペ

ージに登載されるとともに、新聞報道等がなされたところであります。本年度

における学力・学習状況調査にありましては、文部科学省が全国の小中学校を

対象に、悉皆方式のもとに国語、算数、数学、並びに本年度は３年ぶりとなり

ます理科を加えた３教科について、主として知識に関する問題と、主として活

用に関する問題が一体的に出題され調査が行われたところであります。都道府

県単位での平均正答率の結果にありましては、８月に公表がされ、その結果と
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いたしましてはご承知のとおり、北海道全体の国語Ａ、Ｂ、算数、数学Ａ、Ｂ、

理科の各科目平均正答率と全国との差は小学校国語Ａでマイナス１．９ポイン

トとなりました。同じく小学校国語Ｂでマイナス２．４ポイントとなり、小学

校算数Ａではマイナス２．９ポイント、算数Ｂではマイナス２．５ポイントと

なりました。また小学校理科にありましてはマイナス１．５ポイントとなって

います。中学校国語Ａでは、全国と同ポイントとなり、中学校国語Ｂではマイ

ナス０．１ポイントとなっています。同じく中学校数学Ａではマイナス１．４

ポイント、数学Ｂではマイナス１．９ポイントとなっています。同じく、中学

校理科につきましては０．３ポイント上回る結果となりました。このことにお

いて、都道府県別５科目平均正答率で北海道は中学生が３０位、小学生が最下

位となりましたが、中学校理科にありましては、全科目を通じて初めて全国平

均を上回った結果となったところであります。総じて申し上げれば北海道の状

況にありましては、全国の平均正答率の差が小中学校あわせて１０科目中、５

教科で縮まり、昨年度に引き続き、改善の傾向が見られるものの、いまだ多く

の教科で全国平均を下回り、そのうち３教科では全国との差が広がっているも

のとなっています。また前段申し上げました先月２５日に北海道教育委員会が

公表いたしました道内の管内別の結果において、日高管内全体の平均点といた

しましては、小中学校ともに前年度に引き続き、すべての教科において全道平

均を下回った結果となりました。そうしたなかにおいて、平取町の状況を申し

上げますと、小学校にありましては、全国の平均正答率と比較し、国語Ａでは

低い、国語Ｂではやや低い、算数Ａでは同様、算数Ｂでは高い結果となってい

ます。また同じく小学校理科ではやや高いものとなりました。また全道との比

較にありましては、国語Ａではやや低い、国語Ｂでは同様、算数Ａではほぼ同

様、算数Ｂでは相当高い結果となっています。また同じく小学校理科ではやや

高いものとなりました。中学校にありましては全国との比較において、国語Ａ、

数学Ａ及びＢがやや低い、国語Ｂでほぼ同様となり、理科にありましては同様

という結果となったところであります。日高管内全体との比較にありましては、

小学校において、すべての科目で管内平均を上回り、特に算数Ｂ及び理科にあ

りましては、相当高い結果となり、国語Ｂ、そして算数Ａにありましても高い

結果となったところであります。中学校におきましては、国語Ａを除く４科目

で管内平均は上回ったものの、上位区分でのほぼ同様という結果となったとこ

ろであります。平成２７年度における調査結果につきましては、以上ご説明申

し上げたとおりとなりますが、平取町の対前年度との平均正答率の比較にあり

ましては、小学校中学校ともに、一部の科目を除き下回るものとなりましたけ

れども、特に活用に関するＢ問題において、条件を設定された記述分野では、

国語、算数、数学ともに正答率が低い状況にあることから、教育委員会といた

しましては、今後とも引き続き、学校、家庭、地域と連携した取り組みの充実、

推進を図ってまいる所存であります。続きまして２点目の平成２８年度新入学

児童に係る就学時健診等の実施につきまして、ご説明申し上げます。本年１０
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月１４日となりますが、平成２８年４月に町内小学校に入学を予定している児

童の健康診断等を実施いたしました。来年度は現在５１名の児童が入学予定と

なっておりますが、学校別に申し上げますと、紫雲古津小学校７名、平取小学

校２５名、二風谷小学校６名、貫気別小学校３名、振内小学校が１０名となっ

ております。実施いたしました健康診断等の内容につきましては、内科検診の

ほか、視力、聴力、歯科の各検査を行うとともに、児童の発育状況を調べるス

クリーニング検査をあわせて実施いたしました。教育委員会におきましては、

この健診等を通したなかで児童一人一人の様子を確認し、状況によっては保護

者と就学にあたっての相談等を行うとともに、また今月８日に開催をいたしま

した平取町教育支援委員会の協議結果等を踏まえ、児童に対し必要とする教育

的支援並びに環境等を整えてまいりたいと考えております。以上、本年９月定

例議会以降における諸般の教育行政にかかわります報告とさせていただきま

す。 

議長 以上で行政報告を終了します。 

日程第５、一般質問を行います。各議員からの質問事項はお手元に配布したと

おりであります。この順序により指名します。９番松澤議員を指名します。９

番松澤議員。 

９番 

松澤議員 

９番松澤です。先に通告してあります乳幼児予防接種について質問いたします。

現在、北海道において乳幼児の予防接種は定期予防接種６種類、任意は８種類

ほどと回数が多いですが、来年度からは、定期予防接種に日本脳炎が追加され、

それ以降も任意接種から定期接種への移行により、さらに、予防接種の種類、

回数が増えてくると予想されます。しかも、予防接種の種類によっては、早期

に接種しなければならないものや何週間か間をあけて複数回受けなければなら

ないものもあり、子どものためとはいえ、親の負担は大きいと思います。平取

町は同時接種を行っておりませんが、日本小児科学会の予防接種の同時接種の

考え方の中で、ワクチンの同時接種は必要な医療行為であるとの見解を示して

おり、利点として、各ワクチンの接種率が向上する、子どもたちがワクチンで

予防される疾患から早期に守られる、保護者の経済的、時間的負担が軽減する、

医療者の時間的負担が軽減するとあげております。同時接種は必要な免疫をで

きるだけ早くつけて子どもを守るだけでなく、保護者の通院回数を減らすこと

ができます。成人一人の外出とちがって乳幼児を連れての外出はその準備から

して大変です。ワクチン接種の目的で、２歳までに医療機関を訪れる回数はす

べて単独接種にしますと、公費、定期ですね、１７回、任意の、私費で行く場

合、１３回、これ全部行くとするとなんですけども、計３０回ほどになります。

同時接種にしますとそれが１０回程度で済むものとなっております。同時接種

であれば、医療機関を訪れるのに必要な外出の回数が減り、外出によって受け

る感染の機会も減ります。予防接種を受ける曜日は平日です。現在働く女性が
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多いなか、少しでも保護者の負担を軽く、受けやすくするために、同時接種は

必要と考えます。先ほどから負担という言葉を使っておりますけども、実際自

分が子どもを連れて行くときに負担だなと思いながら行ったわけではございま

せんけども、そのころに比べますと確かに、種類、回数、本当に増えており、

大変さがうかがえると思います。保護者の中には、同時接種に対して、当然不

安を抱いてる方もいらっしゃると思いますので、平取町でどちらをするかとい

うことで、親が選択できるという方法で、平取町で同時接種を行うことができ

ないか伺います。 

議長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

それではご質問にお答えいたします。まず、日本の乳幼児が１歳前後に接種す

る主な定期予防接種ワクチンは６種類ございます。４種混合、風疹、麻疹、い

わゆるＭＲ、ＢＣＧ、ヒブ、小児肺炎球菌、水痘の６種類ということになりま

す。何回か接種するワクチンもあり、接種回数は先ほどお話にありました１５

回以上にもなるということになります。ワクチンを接種する場合は、原則とし

て小児肺炎球菌、ヒブ、４種混合の不活化ワクチンにつきましては、１週間、

６日以上、ＢＣＧ、ＭＲ、水痘の生ワクチンの種類については４週間、２７日

以上の間隔をおくことになっております。現在、平取町では国保病院において、

おおむね隔週になりますが、月、火、木の週３回、単独で実施している状況で

ございます。予防接種の同時接種につきましては、今松澤議員の質問の中にも

ありましたが、日本小児科学会の予防接種の同時接種に関する考え方に示され

ておりますが、同時接種は認めておりますが、あくまでも医師の判断で行って

いるという認識でございます。厚生労働省からの同時接種の基準が明確に示さ

れてない現状のなかで、同時接種を行った場合、万一、副反応が起きた場合に

その原因の特定がはっきりできないこともあり、ひとつのワクチンを接種した

場合は、それぞれの次のワクチンの接種までの間隔の基準があることから、今

後、厚生労働省が同時接種を行うべきと判断が示されるのであれば、同時接種

の実施が可能との医師からの見解をいただいております。以上のことから、予

防接種は現状と同じ、単独接種で実施してまいりたいと考えておりますので、

ご理解願いたいと思います。 

議長 ９番松澤議員。 

９番 

松澤議員 

たしかに私も厚労省のホームページを見てましたけどもの同時接種に対する質

問とかに関しましては、だめということは一言もなく、必ず医師が特に必要と

認めた場合は同時接種可能ですということにとどまっておりました。日本小児

科学会が出している見解ですので、小児科医のいない平取町では慎重にならざ

るを得ないということも私も理解はできます。小児科を持っている病院がほと
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んどのところ、私が昨日調べたかぎりでは、同時接種を結構進めている内容の

ほうになっておりました。それで、理解はできますので、それではですね、現

在の平取町の予防接種の流れとしましては、新生児訪問をしまして、その時に

定期接種の予約票をわたし、そのとき１回目の予約をとってきてその後病院で

予防接種を打ったとき、次回の予約をとってくると。要するに母子手帳を確認

しながら、何を受けたか、この次何を受けたらいいか、どのくらいあけたらい

いかということ、それを見ながらの次の予防接種の日程を予約をとったりして

いるっていうことなんですけども、結局、間隔があいたときなどはやっぱり今

は次の接種がわからなくなってくれば、接種履歴を確認して予約を取るという

保健福祉課のほうで、かなり把握しながら、一生懸命やっていってくれてるよ

うな、現在では平取町でそういうふうになっていると思います。それはとても

安心できる方法であると思うんですけども、それであれば母子手帳に記載され

ているということがきちっとしておればですね、基本いつどの予防接種受けた

かという確認ができるっていうことになりますので、ほかの推奨してます市町

村の病院で、特に総合病院では進んでやっているようなんですけども、同時接

種は行われているところで償還払等の方法で、町外の同時接種を行っている病

院でも平取町民が受けられるようなことにはできないか、ちょっと伺います。

議長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。基本的には、予防接種につきましてはですね、特別な事情

がない限り、町内の医療機関で実施を考えております。定期予防接種の回数で

は、現状の体制で十分行えるという考えでおります。ただ、来年より日本脳炎

のワクチンがふえることになり、接種期間及び間隔が限られてるなか、風邪な

どによる接種ができない場合もございます。それによって、日程的に非常に厳

しくなろうかと思いますが、子どもたちをこれらのワクチンで予防できる病気

から確実に守るためには必要なワクチンを適切な時期に適切な回数で接種する

ことが大変重要ということにはなってこようかなと思います。これらの状況を

踏まえまして、病院の体制もございますが、接種日数をふやすか、また同時接

種による保護者の負担軽減などにより町外の接種も含めて十分検討してまいり

たいと考えておりますので、ご理解願いたいと思います。 

議長 よろしいですか。それでは、松澤議員の質問を終了いたします。続きまして、

６番高山議員を指名します。６番高山議員。 

６番 

高山議員 

６番高山です。私は、先に通告しております職員の体調管理、そして障害者雇

用、そして職員の採用について３点を通告しておりますけれども、その３点に

ついて、これから一般質問させていただきたいというふうに思っています。ま

ず１点目でございますけれども、職員の体調管理ということで、この５、６年、
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もう少し前からでしょうか、そういった意味では非常に職員の中で、体調を崩

す職員がいる状況でございます。なかには、長期の休養が必要な職員が多いと

いうようなこともございますけれども、現在の職員が体調を崩している状況に

ついては、どうなっているのかまず１点お伺いをしたいと思います。 

議長 総務課長。 

総務課長 質問にお答えをいたしたいと思います。現在、体調を崩している、休職あるい

は、病気休暇の職員がいることは事実であります。現状におきましては、１名

が休職をしている状態でございます。以上です。 

議長 ６番高山議員。 

６番 

高山議員 

最近についてはですね、そういった意味では、過去何年間か現在休職中が１人

ということになりますけれども、過去にさかのぼれば、そういった、非常に短

い期間での休職だとか、もしくは、少し長いというようなことのなかで、復帰

されてきている職員が、現在業務についているかなというふうに思いますけれ

ども、そういった意味では体調を崩す原因というのはなかなか、難しいという

ふうに私も考えてるところでございますけれども、そういった意味では、個人

の問題だとか家庭の問題、そして、職員が勤めている職場の問題というような

こと、いろんなことがですね、考えられると思いますけれども、そういったか

たちのなかで、特に最近の体調崩している現状原因を職場としてどのように判

断をしているのか、その辺どういった考え方で崩されてるということの原因を

考えていられるのか、お聞きをしたいと思います。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。現状の体調崩している原因でございますけれども、高山

議員ご指摘のとおり、内科的症状の場合は、一概にこれが原因であると決めつ

けることはできませんが、一つに、食生活や運動不足を含めた、私生活の事情

に関するものが考えられるほか、業務的には、法律、制度の改正による市町村

への権限移譲や、住民ニーズの多様化による市町村の業務量の増加、事務的に

は、電子メールのやりとり等による各種調査、報告期限のスピード化など、仕

事によるストレスが原因になっている場合もあると考えております。以上です。

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

今、担当の総務課長から原因についてはなかなか、複合的な問題もある、だけ

ども職場の中での業務の関係だとかそういったことも、原因の一端として考え
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られるというようなご意見が、そのようにお話を伺いましたけれども、じゃあ

職場として、この、特に過去６年、７年からずっとこういうかたちで、実は、

体調を崩す職員が非常に多くみられているという状況のなかで、この５、６年

間の職員の体調を崩しているあいだ、町の、役場の組織として、例えば、どう

いうような対応をしてきたのか、それを伺いたいなと思います。 

議長 総務課長。 

総務課長 高山議員おっしゃいましたように、私生活の原因が主な理由である場合、私生

活と仕事のストレスが複合している場合、仕事によるストレスが主な原因であ

る場合など、さまざまな要因があると考えられますけれども、町としては、労

働安全衛生法の規定に基づき、職員に毎年、健康診断を義務付けております。

とりわけ、４０歳以上の共済組合員、これは正職員と準職員でありますが、こ

れには毎年、３０歳以上は隔年で日帰りの人間ドックを受診する制度を設けて

おりますほか、４０歳以下の隔年と３０歳以下の職員は、毎年、町国保病院で

健康診断を受けさせております。仕事に関する要因についての対策といたしま

して、業務やイベント等のために土曜日曜祝日に出勤した場合は、振替休暇を

取得することを義務付けておりますほか、夏場においては、特別休暇３日間の

義務付け、年次有給休暇３日間の取得奨励など、働きすぎの緩和についても、

留意するとともに、近年の業務の増加や、多様化に対応する観点から、平成２

５年度に各係の業務量調査を実施し、事務量が過大で体制の見直しが必要な係

については、専門職を中心に職員の数を増やしたほか、平成２６年度から町の

機構改革の検討を行い、２７年度の組織機構の見直しにも取り組んでいるとと

もに、必要であると判断した場合は、事務のＩＴ化の推進や、専門業者への業

務委託を通じて、職員の負担軽減を図っているところであります。また、平成

２６年度から産業医を任命するとともに、労働安全衛生法の規定に基づく職員

衛生委員会を本年秋に発足させ、職員の健康管理の向上に向けて取り組んでい

るところでございます。以上です。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

今お話を聞いていての職場の対応でございますけれども、前段健康診断等につ

いては、これまでやってきた、長年ずっと職員の健康診断やってきているとい

うことで、特に対応ということではないのかな。体調を崩すということの条件

の中に、健康のどちらかというと、普通の一般的な病的なことをみつける健康

診断ではもちろん、担当課長もそんなことでこの体調を崩すというようなこと、

それは、体調を崩すというのは、体もそうですけれども、メンタル的なことも

やっぱり、崩す要因になってるということがもちろんありますので、ただ後半

の答弁のところについてはですね、業務量の見直しだとか専門職の配置という
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ようなことも、考えているというふうに思いますけれども、その中で今ちょっ

と聞いたんですけれども、確か庁舎内には労使による衛生委員会があったとい

うふうに思って実は私も、町の職員時代に担当としてそれぞれの委員会に出て

たということはございますけれども、今総務課長のお話を聞くと、この秋に新

しく、この組織は発足したということになるんですか。例えば、私が現職のと

きには、今の教育長が総務課長のときには、病院の先生を中心にしたそれぞれ

保健師も入れて、衛生委員会というようなことをやっていましたけれども、そ

れはこの秋まではそういったものが全く機能させていなかったということのと

らえでよろしいんでしょうか。それと、今秋に発足したものは、それとは別に

新しいものを作ったということの内容で理解してよろしいんですか。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたしたいと思います。今高山議員ご指摘の衛生委員会につきまして

は、平成１９年の夏に発足をいたしまして、平成２２年まで、継続しておりま

したが、その後産業医の退職によりまして、本年まで事実上中断状態にござい

ました。産業医を任命し、衛生管理者を配置をいたしまして、平成２７年１０

月から、再度発足をしているということでございます。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

ただいまの答弁でいくと、衛生委員会は１９年から２２年までは、いろんな保

健師さんだとか担当課長だとか、労働側の職員側の代表も入れて機能はしてい

たけれども、産業医が退職して、基本的にはそれはその間、今年の秋までは、

結果的に、先ほど総務課長が答弁したように、健康診断をやりました、業務量

の見直しはしました、専門職おきましたという、そういった内容の対応しかし

ていないと。衛生委員会のあるものの産業医がいないからということで、全く

なにもしていなかったというのが、実情だとご理解してよろしいんですか。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。全く何もしていないということではなく、町といたしま

しては、衛生委員会は、開催をいたしていなかった時期はございましたけれど

も、職員の健康管理について、先ほど申し上げましたことを実施をいたしてお

ります。ですので、ご理解をいただきたいというふうに考えてございます。以

上です。 

議長 高山議員。 
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６番 

高山議員 

そういった意味ではですね、産業医がいるいないということもあるんでしょう

けれども、職員が体調を崩す最近の傾向をみると、どちらかというと、自分の

病気を苦にして、体調を崩すという方も中にはいらっしゃるかと思うけれども、

実はそうではないんじゃないかなということがあるんで、１９年に発足してい

た衛生委員会的なものは、職場の改善も含めてそうですけれども、どうしよう

かということが、衛生委員会の２２年度後半にはですね、これから考えていか

なきゃならないねっていうことが、確かそういう流れのなかでやってきたもの

が、産業医がいないからということで、この今秋の秋までですね、基本的には、

正直僕に言わせれば何もしてこなかった、そういうふうにとらえるということ

になるんですけれども、そのことはもうすぎてしまってるのでいまさらという

ことにはなりますけれども、当然にして昨年の６月に公布されました改正労働

安全衛生法に基づくストレスチェックについては、当然、担当課長ですから、

そういった制度が創設されたこともちろん、しかも、この１２月１日からはで

すね、メンタルチェック制度が導入されているということにそれぞれ新聞なり、

そういったことが出ておりますけれども、このメンタルチェック制度というこ

との導入がされるということになりますけれども、この内容について簡単に説

明をしていただければありがたいんですけれども。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。メンタルチェックにつきましては、今議員ご指摘のとお

り労働安全衛生法の改正によりまして本年１２月から平成２８年１１月までの

間においてスタートさせるように義務付けられている内容でございます。それ

ぞれメンタルの精神的な症状につきまして、各自がチェックシートを各職員に

対しましてチェックシートを配付いたしましてその回答を回収いたしまして、

それに基づいて産業医の見解、あるいは、治療、どういうふうなところにです

ね、診察に行けばいいかということも含めて、総合的に精神的疾患に関する基

礎的なチェックをする内容のものでございます。平取町役場といたしましては、

平成２８年度、来年春からですね、この法律に基づいて実施をしてまいりたい

と考えてございます。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

今それぞれ担当課長がお話ししたように、個人のストレスチェックにつきまし

ては、検査することによってですね、そういった意味では、メンタルヘルスの

不調だとかそういったリスクを低減させるということが、非常に大きな意味合

いを持つ。体調不調を未然に防止する取り組みということになっておりますの

で、国もそういった意味では、最近のこういった、それは町の職員ばかりでは

ないですけれども、いろんな一般企業の中においても病気で苦にして体調を崩
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すという人よりもやっぱり、メンタルチェックというかメンタル的なところの

なかでですね、やはり職場の中でつぶれていくだとか家族や個人の問題もいろ

いろありますけれども、そういったことにいよいよ本腰を上げてきたというこ

とになっていますけれども、今お話を聞くと、来年の１１月までにはまず１回

やりなさいということになってるかなというふうに思いますけれども、４月に

そういった、メンタルヘルスチェックの構築といいますか、体制を整えるとい

うことになっていますけれども、そういった内容のなかで、今、産業医がいる

ということでございますけれども、産業医の先生については、そういう資格を

持った先生であるのかどうかということをまず１点お聞きしたいと思います。

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。高山議員ご指摘のとおり、その資格を有している医師を

産業医に任命をいたしております。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

こういったメンタルチェックのですね、実施に向けてというのは、先般の新聞

報道にもございましたけれども、非常に難しい問題がたくさんあるというふう

なことがですね、抱えております。検査体制の構築、特に専門知識を持った医

師の確保だとか、それから労働者に対する不利益な取り扱いをどうするのかだ

とか、そういったことで、この制度を使うことによっての副作用があるんじゃ

ないか。結果的には面接をして、そういったものがあればですね、例えば、短

時間労働であるだとか、休職を進めるだとか、そういったことになったときに、

職員がそういう対応になったときに、不利益を生じるというようなこともある

ということで、職員が受ける義務はそれぞれ自由だということが、この法の中

ではですね、書かれているということになりますけれども、そういった意味で

はですね、これから、メンタルチェック制度の委員会的なものをつくって保健

師も入る、総合的にあれするというようなことのなかでですね、対応がそれぞ

れなされていくんだというふうに思いますけれども、この中にはですね、個人

の制度を実施することによる不利益なこともありますので、その辺十分にです

ね、そういったことがないようなかたちのですね、配慮をしたなかでのメンタ

ルチェック制度の導入をしてほしいというふうに思ってます。もうすでにそう

いった意味では、このメンタルチェック制度を利用しているということではな

いけれども、その先取りみたいなかたちで、やはり町のほうもですね、体調崩

した職員については、休職をして休養させるだとか、例えば短時間労働するだ

とか、例えば、配置転換によって少し、それぞれメンタルに負荷のかからない

場所への異動だとかということも、当然にしてもう実際はしてくれているとは

思いますけれども、さらなる制度を使うときですね、そういったことが、副作
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用的なことが起きないかたちのなかでですね対応していっていただければなと

いうふうに思ってます。やっぱり私はですね、町の職員になってもですね、最

終的には職員がですね、長期休暇でやっぱり職場に出てこれないだとか、過去

にもそういった意味ではですね、退職を余儀なくされた、それは個人なのか職

場の中でのフォローがダメだったのかよくわかりませんけれども、少なくても、

そういう職員を抱えている課ではですね、課の中での、やはりそういった病気

だということを理解するようなやっぱり今まで取り組みをしてきたところもで

すね、正直あるかなというふうに思っています。そういった意味ではですね、

こういった、退職を余儀なくされるようなことのないような職においてですね、

さらなる対応が必要と思われますけれども、最後にですね、町理事者の考え方

を伺いながらですね、１問目の質問を終わりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

議長 町長。 

町長 それでは、私のほうからお答え申し上げますが、平取町が実施する各種施策を

効率的に実行しながら、町民サービスの質的向上を図るには、やはり職員が心

身ともに健康な状態を保持することが大変重要であるというふうに考えており

ます。先ほど来お話がありますように、このいろんな健康状態についてはさま

ざまな要因がありますので、これまでもしっかり町としても、職員の立場に立

って考えてきておりますが、まず第一に自分の健康は自分で守るというセルフ

ケアの意識を職員一人一人が、まず基本的に自覚できるように啓蒙していかな

ければならないというふうに考えてございますし、２点目には、町としてはこ

れまで同様に、職員の健康状態を継続的に把握しながら、疾病予防、あるいは

健康回復、健康保持、増進の事業、あるいは職員への働きかけを徹底してまい

りたいというふうに考えております。特に予防対策としては、個人のストレス

対策能力の向上のためにですね、職員全体に対する研修の充実を図ってまいり

たいというふうに思っております。また労働衛生法に基づく対応については、

今後ともしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えておりますし、さ

らに、早期対応の強化としても、職員が相談しやすい、体制の一層の拡充にも

努めてまいりたいというふうに考えておりますので、答弁といたします。 

議長 

６番 

高山議員 

高山議員。 

こういった、今町長から答弁いただきましたけれども、現代病だなんていうこ

とで、一概に片づけれるような内容ではありませんので、それは役場だけでは

ないのかもしれませんけれども、特に、役場の職員について体調崩される方が

多いということでございますので、これからそういったメンタルヘルスについ

てもですね、十分に一つの病気だということのなかで、それぞれ、研修なり、
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職場内での話し合いなりを継続していただければ大変ありがたいかなというふ

うに思っています。それは２点目なんですけれども、平取町における障害者雇

用についてということで、伺いたいというふうに思っています。障害者の雇用

の促進に関する法律は昭和３５年にそれぞれできております。障害者の雇用と

在宅就労の促進について定めている法律であることはご承知だと思いますけれ

ども、ここで障害者雇用の担当課長に伺いたいと思いますけれども、なぜ障害

者雇用を進める必要があるのか、まず先にお伺いをしておきたいというふうに

思っています。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。高山議員ご指摘の障害者の雇用の促進に関する法律によ

りますと、身体障害者または知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進のた

めの措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する

職業につくこと等を通じて、職業生活において自立することを促進するための

措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とするとい

うふうに規定されております。私もそのように認識をいたしてございます。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

今担当課長がお話ししましたように、障害者雇用を進める根底っちゅうのは、

共生社会の実現だということで、障害者がごく普通に地域で暮らしていくため

には、地域の一員として、ともに生活できる社会の実現のためには、職業にお

ける自立を進めることが重要だというのは、障害者雇用、法律のですね、根底

にある内容だというふうに思っています。当然にして、この障害者雇用促進法

にのっとって、常時５０人以上の企業なりについてはですね、障害者を１人以

上雇用する義務付けされてると思いますけれども、私たちがいるこの地方公共

団体の町にとってもですね、例外ではないと思いますけれども、町の障害者の

雇用状況についてどうなっているのかまずお伺いをしたいと思います。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。議員ご指摘のとおり、障害者雇用促進法によりまして、

一般の事業所においては、５０人につき１人以上、医師、看護師、保健師、教

員を除いた、全職員の２％以上の割合の職員については、障害者を雇用するよ

う義務付けられております。なお、これが国及び私ども地方自治体の職場にお

いては、２．３％以上とされております。平取町はこれによりまして、４人の

雇用が義務付けられているなかで、現在５名の雇用を行っており、障害者の雇

用の促進等に関する法律第４０条の規定に基づき、当町を管轄する苫小牧公共
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職業安定所を通じて、労働大臣に対しこれを報告いたしております。以上です。

議長 

６番 

高山議員 

高山議員。 

基本的にはこの２５年の４月からですね、そういった意味では、雇用のですね、

雇用率がですね、今お話ありましたように、地方公共団体もその例にもれずで

すね、２．３％ということになってるかなというふうに思っています。この内

容については毎年ですね、今総務課長言ったように６月１日付けでもって、ハ

ローワークに報告をするということになってるということに、私もそのように

確認をしております。実際ですねこの６月１日の資料を見ますとですね、２．

４５％、５人がいるということになっていますけれども、これは今の時点で、

障害者手帳なりを持っている職員を５人、雇用してるということなのかその辺

もう一度ちょっとお聞かせいただければと思います。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。報告の数値は５人であります。報告の中で、重度１、２

級の重度の身障者については２倍にカウントするように厚生労働省からの指導

があります。実人員は４名でありますが、今申し上げました関係で報告数値は

５名ということになっております。以上です。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

それでは町の職員の中にはですね、個人情報もございますから、そういうこと

はお伺いできませんけれども、４名の障害者手帳等を持っている職員、もちろ

ん内部疾患もいろいろございますけれども、そういった方々がいるということ

でありますけれども、この対象職員数の分母になる人数っちゅうのは何人なの

か、それをまずお聞かせいただければと思います。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。分母になる数字でありますが、６月１日現在の報告、２

０３名となっております。以上です。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

このハローワークの資料でみますと、対象職員数については、２０３．５人と

いうことになっていて、対象者の障害者の数については、今総務課長が言われ

ました、５名ということで、実雇用率については、２．４５ということになっ
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てるということになりますけれども、そういった意味では、これから、まだま

だ、そういった意味ではですね、雇用がこれだけ充足してればいいということ

ではないということのなかで、ましては、平取には、養護学校、そういった意

味では、誘致したという経緯もございますけれども、今後ですね、そういった

意味では、この人数で満足していることではなく、考え方としては、これから、

障害者の雇用を増やしていきたいという考え方なのかどうかというところをで

すね、お聞かせ願えればと思います。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。町は今後とも、障害者雇用促進法の精神にのっとって、

障害者の雇用につきまして、留意してまいりたいと考えております。以上です。

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

この参考の書類によりますとですね、障害者はどのような仕事に向いているの

でしょうかということで、障害者に向いてる仕事だとか向いてない仕事という

のはないということできちっと一人一人のですね、障害状況やスキルの所得状

況によっていろんな仕事に使えるんだということが書いてあります。また、参

考の雇用事例なんかもですね、リファレンスサービスというそういったなかに

ですね、こういった障害を持った方はこういう特性があってということがいろ

いろ書かれておりますので、そういった意味ではですね、今後ともですね、町

がこの５人でまだまだ、雇用率が達成してるからということではなくて、やは

り、地域のなかでも、もちろん農協もそうでしょうし、そういった意味ではで

すね、町内においてもですね、これからまだまだですね、やはり障害者の雇用

が増えていくということがですね、やっぱり必要になってくるんでないかなと

いうふうに思っているし、そういうふうにしていただかないと、やはり障害者

もですね、職業の自立という面ではなかなか年金をもらってるだけで生活でき

るわけでもないというなこともございますので、特に私は役場とこの町内では、

５０人以上の事業であれば農協ぐらいということになりますので、また、すで

に雇用している事業所見受けられますけれども、地域の障害者雇用を促進する

立場にある町が地域のリーダーとして、これからもですね、積極的に進めてい

かなければならないということを私は前向きに考えておりますけれども、最後

にですね、町理事者の考え方をお聞きして質問を終わりにしたいなというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長 副町長。 

副町長 障害者の雇用につきましてはただいま総務課長から答弁がありましたとおり、
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法律に義務付けられた雇用の率については下回らないようなかたちで対応して

まいりたいというふうに思っております。すべての職場の中でどういう職種の

中でどういう障害者が対応できるのかっていうのは、まだまだ十分把握されて

ない部分がありますので、それらについても十分に研究をして、障害者に開か

れた職場になるよう、これからも努めてまいりたいというふうに思いますので

ひとつご理解のほどよろしくお願いします。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

そういった意味ではですね、今副町長もお話しがありましたけれども、町長の

答弁がないのはちょっと残念ですけれども、そういう意味では、この地域の障

害者の職業の自立を図るという観点からもですね、町みたいな大きな職場の中

でですね、これからそういった意味ではですね、雇用が図られるように、前向

きにですね、取り組んでいただければというふうに思っているところでござい

ます。それでは３点目にですね、町の職員の採用についてということで、何点

か、お聞きをしていきたいなと思っています。まず最初にですね、町の職員の

正規職員の採用についてはどのような手順でやっているのか、まず１点お聞か

せいただければというふうに思っています。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。正規職員につきましては、町は優秀な人材を確保するた

め、毎年９月に実施される日高町村会主催による、採用資格試験、１次試験は

筆記試験でありますがこれを受験し、それに合格した人の中で、平取町に勤務

をすることを希望する人に面接試験、２次試験を行い、その結果採用の合否を

決定をいたしております。なお、建築、土木、保健師、社会福祉士、ケアマネ

ージャーなど、採用の条件の中に一定の資格を有することを明記する場合は、

日高町村会主催の１次試験とは別に、まちだよりや町のホームページ、保健師

の場合は加えて、国保連合会に情報提供するなどして、公募し、１次は書類審

査、２次は面接試験を行って、採用の適否を決定いたしております。以上です。

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

今、町の正規職員については、町村会主体の募集の仕方、そして、保健師なり、

いろんな資格を持ってる方については、そういった意味では、年度途中であっ

ても、そういう資格の場合については、正規職員というような募集の仕方もあ

るということで、伺いました。この次ですね、例えば最近、いろんな週報の中

で、正規職員ばかりでなくて、町の業務補助員的な臨時だとか、嘱託職員の募

集等が出ておりますけれども、この臨時なり、嘱託職員の採用についての方法
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といいますか、ルールはどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。嘱託職員につきましては、まちだよりをもって公募し、

応募のあった中から、同様に１次は書類審査、２次は面接試験を行って、採用

の適否を決定をいたしております。ただし、まちだより等で公募いたしまして

も、結果として応募がなかった場合、業務上再募集をする時間的余裕がない場

合には、業務遂行上、再募集を行わず町が選考して採用を決定する場合も、過

去においては、ありました。基本的には公募して採用をするという考え方でご

ざいます。以上です。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

今のお話ししていくと、基本的にはまちだより等の中で臨時なり嘱託というこ

とを明示しながら、面接なり、そういった書類審査なりの中で、それぞれ決め

ているよということが一つ。もう一つは、時間がないときというようなお話を

しておりましたけれども、そういった方々が特別に入るときの決め方っていう

のはどういうかたちになるのかちょっとお伺いしたいと思います。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。一般事務職の嘱託臨時職員に関しまして、過去において、

採用のための公募を行いましたが、応募者がなかったため、業務の遂行上、再

度まちだよりで公募する時間的余裕がなかったことから、やむを得ず、その後、

公募面接を行わずに、１名採用したケースと、公募を行って１名のみの応募が

あり、面接の上１名採用いたしましたが、数日間勤務した後、一身上の都合に

より、退職をいたしましたことから、再度まちだよりで公募する時間的余裕が

なかったため、やむを得ずその後公募を行わず、町の選考により１名採用した

ケースがあります。いずれの場合におきましても、町民に対する、行政サービ

スの停滞を防ぐための例外的措置であり、その後の勤務状況を勘案し、町が当

該職員の能力を評価した上で、継続雇用を行っており、定数外職員の採用に関

し、平成２６年３月まで適用いたしておりました規定であります平取町定数外

職員の人事給与等運用方針第３項の規定において町は短期間または特殊事由の

任用については、試験委員会の選考を経ないことができるとの規定を適用して

採用していたものであります。以上です。 

議長 高山議員。 
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６番 

高山議員 

今の話を要約すると、臨時職員をとったけれども短期間でやめたと。その後、

基本的には募集する暇が、というか時間的な制約があったんで、町が独自にそ

の方を決めて採用したということになる、ということのご理解でよろしいんで

しょうか。それは、町の定数外職員の条例なり要綱なりにうたっているルール

に基づいて、採用してるということの内容でよろしいんでしょうか。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。今、高山議員の認識どおりであります。先ほど申し上げ

ました、町の規定に反しているものではないということにつきましても、つけ

加えさせていただきたいと思います。ただし、以上のケースにつきましては、

やむを得ず行った、いわば例外的な措置でありまして、公募面接試験を行って、

職員を採用していくという従来からの町の方針につきましては、全く変わりは

ございません。この点につきましてご理解をいただきますようにお願いをいた

します。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

町の定数外職員の採用等については、そういったかたちでルールどおりでやっ

ているということで、例外的なこともあるということになりますけれども、や

むを得ず例外的になった職員の、例えば町のほうからあなた期間がないからお

願いしたい、ということは町のほうからお話をする、してその方を一本釣りす

るという内容で選考していたということでよろしいですか。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。今申し上げた事例につきましては事前に町のほうで、選

考いたしまして、本人に打診をしたという内容でございます。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

町のほうがどのような選考をしてこれだけたくさんいる、町の主婦の方もいら

っしゃいますし、若い方もいらっしゃいます。その中でどのように、選考して

その人あてて採用したのかっていうのはなにか、ちょっとよくわかりませんけ

れども、どうもその辺が、不公平だ、公平性がないということを地域の方々言

うのもまた納得いけるのかなと思います。ただ、やむを得ず時間がなくて、例

外で採用した臨時の職員が、身分が例えば４月になったら、嘱託とかというこ

とに上がるルールというのは個々詮議ということになるのかちょっとわかりま

せんけれども、そういうふうになるということがちょっとよくわからないんで、
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それと、昔であれば、嘱託職員は最初２号嘱託ですけれども、５年間いたら１

号嘱託に上げるよ。で、２号と１号の違いは手当が１３．５か月だとか、例え

ば最初の１号嘱託職員は最初の５年間は、一般職員の半分ですよ。５年以上な

ったら７５％ですよということがいろいろあったけれども、今は、嘱託を臨時

が嘱託になる例と、嘱託が５年間２号でいて、１号になる道っちゅうのはある

のかないのか、それらもすべて、裁量のなかでやってるのかどうかということ

について伺っていきたいと思いますので、お答えをお願いしたいと思います。

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。最初、臨時職員と嘱託職員の関係でございますが、平成

２６年度からそれまでありました日給、あるいは時給の職員につきましては、

フル勤務、朝８時半から夕方５時１５分まで、しかも月曜日から金曜日まで、

フルの勤務をしている職員につきましては、全員、嘱託の職員といたしており

ます。これは、職員に対する待遇の改善、を目的として行った措置であります。

続きまして、高山議員ご指摘の、以前ありましたいわゆる１号嘱託と言われる、

職でございますが、現在は準職員というふうに呼んでおりまして、職員に準ず

る待遇の職員として、町の保育所の保育士さんや、あるいはこども発達支援セ

ンターの保育士さん、この方たちにつきましては、こども・子育ての町として

の環境を向上させるために、有資格者を採用する、確保する観点から、待遇を

改善する必要があると判断いたしまして、２６年度から準職員として位置付け

ているものであります。今まで、嘱託臨時の方について準職員とする考え方は、

現在は行ってございません。以上です。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

私、聞きもらしたかなと思うんですけれども、臨時の職員が嘱託になるという

ことは、どのようなケースの場合ということでご理解すればよろしいのかもう

１回ちょっと教えていただければと思います。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。平成２６年３月３１日までの臨時の職員、日給、１日い

くらという日給で働いていただいた職員については、フルの勤務の場合、月曜

日から金曜日まで、朝８時３０分から５時１５分までのフルの勤務の方につき

ましては全員嘱託職員として月額の報酬を支払う対象の職員といたしておりま

す。以上です。 

議長 高山議員。 
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６番 

高山議員 

今の話でいくと、２６年３月３１日去年の春までそういった意味では、という

ことはですねそれまで臨時の職員が、普通の勤務態様のなかで働いていた者に

ついては、嘱託にしたということの理解だと思うんですけれども、例えば３月

３１日以降の臨時の方が嘱託になる道は、次の年の４月１日に３月３１日まで

にフルで働いている人でないと上がらないということになりますか。３月３１

日の人は切りかえたということですよね。まあ準職員は専門職の人方が昔で言

う１号嘱託職員だけれども、嘱託の職員は、２６年３月３１日までの一定期間、

多分１年なら１年とか、２年なら２年とかってあると思うんですけども、そう

いった方が２６年の３月３１日まで働いたものが臨時から嘱託に切りかえたと

いうことになりますよね。そういうご理解でよろしいですよね。じゃあ２７年

の４月１日に、臨時の人が嘱託になる例というのはないということですか。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。２６年の４月からは、月額の報酬、いわゆる嘱託として

採用をすると、基本的に。ただごく短期間の職、仕事の内容でありますとか、

そういう場合は、別でありますが基本的に月額の報酬の嘱託で採用するという

ことといたしております。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

私の聞いてるのは、２６年の後半に臨時でとったものが、しかも例外的でとっ

た、そして時間がないからそういうふうに例外的にとったものが、この４月の

１日から例えば３か月か４か月くらいの勤務期間がないものが、この２７年の

４月１日から嘱託になるんですかということを聞いているんで、その辺はどう

なんですか。 

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。具体的になりますと、個人情報の関係ございますので、

抽象的なお話しということになりますが、勤務状況、その間の臨時職員でいた

期間の勤務状況を評価いたしまして、町の嘱託職員としての能力を有すると判

断して、嘱託職員にしたものでございます。以上です。 

議長 副町長。 

副町長 追加でちょっと答弁させていただきたいと思います。わかりやすく言いますと、

現在は、本当に特殊な短期間雇用以外は、嘱託職員としての募集をして、採用
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しているということでございますので、勤務時間の長さには関係なく、いわゆ

るフルタイムで勤務する職員については、嘱託職員で採用するということで、

取り扱っておりますので、その辺について、ご理解をしていただきたいと思い

ます。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

あまりこう何度もお話しするということではあれなんですけれども、今言われ

ている勤務の状態だとか、いろいろそういったかたちのなかで、しかも、今副

町長の答弁では、嘱託職員として、今はほとんど募集してますよということな

んですけれども、今言っている、あまり特定するのは嫌ですけれども、２７年

の年末に、例外でやむを得なく臨時で使った職員が４月になったときに、そこ

の部署じゃなくてほかの部署に行って、嘱託の名前に、身分に変わるのかって

いうことを聞きたいんですよ。そのことについてもう１回ご答弁いただければ

と思います。 

議長 今、２７年のと。はい２６年ですね。総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。２６年の後半に短期間の雇用として、採用いたしました

臨時職員でありましたが、平成２７年の４月１日に、町は嘱託の職員として改

めて、新たに採用している事実はございます。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

今のお話でわかるんですけれどもじゃあ臨時の職員が３月までいたときに、嘱

託にするための面接だとか、そういったものについてはしないで、臨時でいた

ものがそのまま４月１日から嘱託になるということは当然あり得るというお話

しで聞いてますけど、そのような理解でよろしいんですか。 

議長 総務課長。 

総務課長 それにつきましても、先ほど申し上げました勤務の状況を判断、評価をいたし

まして、町の嘱託職員としてふさわしいと町が判断をいたしまして、採用をい

たしたものであります。先ほどから申し上げておりますとおり、基本的な方針

としては、公募、面接をして採用していくという町の考え方には変更はござい

ません。変更はないものでありますので、ご理解をいただきたいというふうに

考えております。以上です。 

議長 高山議員。 
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６番 

高山議員 

何回もお話しするわけにはなかなかいかないですけれども、ということは、年

度中途で入っても臨時で入っても、それぞれの臨時の職員等がそれぞれ嘱託を

採用してもいいというような評価であれば、それは、嘱託に臨時でとったとし

ても嘱託になるという理解だということでよろしいんですね、もう１回だけ。

議長 総務課長。 

総務課長 お答えをいたします。先ほど来、お話しをいたしておりますが、原則は公募面

接でありますが、町といたしましては、それによらない、採用につきまして人

事運用方針等の規定によって、それを行った事実があるということであります。

それは、原則ではありませんけれども、最初に臨時として採用した事情、その

後の勤務状況から、町が判断をして、そのように採用しているということであ

ります。原則は公募、面接、採用に全くかわりはございません。以上です。 

議長 高山議員。 

６番 

高山議員 

わかりました。基本的には、原則は原則だけれども、例外適用のなかでそうい

う職員をとって、そういう臨時の職員が、成績優秀ということになるのかどう

かあれですけども、きちっと頑張っていれば、嘱託への道を個々詮議のなかで、

それぞれ上がっていくという捉え方ということで、私は考えますけれども、今

の話でいくと、昨日も実は地域の方から呼ばれてですね、こういう質問するん

だと言ったときにも、いろんな、お話をされております。やはり、例えば臨時

でやめたとしても、例えば次とるときになぜその人なのかということはやっぱ

り地域に公平でないとか公正でない、そういうことに映り得るということは、

やはり誤解を招くようなやっぱり職員、例えば、先ほども障害者雇用のところ

でもお話ししましたけれども、今、地域の若い人だとか、女性だとか、例えば

主婦の方でも働きたいといったらやっぱり大きく働けるところは役場と農協が

一番大きいんですよ。その中で働くときに、いやよくわからないわっていう募

集の仕方は誤解をまね、なんぼ原則に基づいたそういうことが載ってるからと

いうことで、ルールだからということで、募集してあれすることについては、

町のほうはルールに基づいてるからなんにも人に言われることはないって、こ

う考えるかもしれないけれども、一般町民の方は、やっぱりそうは見ていない

というのも現実です。ですから、先ほど総務課長が言ったように、募集しても

来ないというお話がありますけれども、地域でどうやって皆この評価してるか

ったら、いやいや今度何人か募集はあるけれども、臨時があるとか嘱託がある

ということは、まちだよりに出ても、どうせ採用される方は決まっているから、

こういうお話をする地域の方々がたくさんいます。例えば２月で募集する人が、

もう年明けたら募集もしてないのに、今度役所に入るんだなんていうことがま
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ことしやかに地域の中でささやかれる。もしくは、例えば募集したときに、い

やいや、電話１本で決まったんだよなんていう話を僕は採用する人に問題ある

ということでなくて、そういう情報が、これ人事異動の内部の人事異動だった

ら、何ぼもれても関係ないですけれども、やはり募集する、してまだ物事が決

まっていないのに、採用されるんだ、今度から４月から役場いくんだ、今度は

中途でも今度は働くことになったんだ、ってそういうことが、地域の皆さんの

中に、公平感というか、やっぱりそういう、不公正、公正でないところが、地

域の皆さん、皆さん言ってる。私も役場の職員でしたけれども、私も中にいた

らそういうお話は全く聞こえません。でも、昨日も夜呼ばれて２時間ぐらい、

実は地域の方々の集まりに行ってきました。皆さんやっぱりそういうことが特

に本町の町民はそうやって言います。どうも募集した段階で、物事決まってい

る人がいるらしい。ましてや今週報で出ている募集だって、人は決まってるん

だよって、まことしやかに言われる。たぶんその人になるんだと思います。や

っぱりこういうふうにですね、やっぱり人事異動でないんだから、募集で決ま

るまでの間に、何で採用されるということが本人もしくは本人の周りから地域

の中にもれ伝わるのか、このことを、例えば、担当課長ではなくても、理事者

の中から、あんた今度採用するよなんてことそんなことおくびに出すことは絶

対あり得ない。なぜそういう声になるのか。だから、町の臨時だとか嘱託だと

かということで、募集があっても、総務課長さっき言ったように、来ない。来

ないんですよ。皆さん、みんなひも付きかなだとか、余計な詮索をしているこ

とが多い。だから私は募集はみんな、どこでも主婦の方でも若い方でもみんな

役場大きい、職員だって臨時だって嘱託だって採用する数が多い。でも今嘱託

だって一度採用したら本人がやめないかぎりは１年交代と言いながらも継続し

て使っていかなきゃなんない。ほとんど職員と同じような対応になってくると

いったときに、やっぱりそういう配慮っちゅうのが必要でないかなというふう

に思いますので、やっぱりそういったときにはですね、地域の方々というのは

やっぱり、町は原則どおりやってる、だれもそんなことをもらしてもいない、

でも話はひとり歩きしてる、こういう内容だと思うので、町が悪いとか、もち

ろん採用される方が能力がないとかそういうこと言ってるわけではないんで

す。こうやって、やはりもれたり、勝手に言ってるのかもしれないけれども、

そういうことがですね、役場に受けたってだめだ、そういう地域の人方の風潮

って言いますか、やっぱりそういうことがやっぱり考え方の中に浸透している

んではやっぱりどうなのかなというのがですね、私は危惧するところだと思い

ます。私は先ほど障害者雇用のとき申し上げましたけれども、町の中で働きた

いといって大きいとこは役場と農協だ、一番大きい事業所だ、そういう方がた

くさんいる。雇用していきたい、働いてみたいという方がやっぱりそういう期

待できる職場だということを、皆さんやっぱり理解してるんですよ。例えばそ

ういった町で働きたいだとか、臨時でいきたい、嘱託でいきたいといっても、

そんな話が出たら、募集しても来ないのもですね、私も行ったってだめなんだ
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からというのがわかるような気もします。それが町の責任だということは言い

ませんけれども、私はこういうこともですね、ちょっと変わりますけれども、

先日の新聞報道でもありましたように、町長は３期目の立起をする。今日の一

般質問の最後でも立起表明をするということがあるかと思いますけれども、本

当に小さなことでも、町職員の採用なんていう、本当に小さなことでも、やっ

ぱり地域の中に、公平感だとか公正な感じのものが疑われるような対応であれ

ばですね、やっぱりこれからの情勢なり、そういったかたちで進めていくとき

に、やはり問題でないかなというふうに思いますので、小さなことであります

けれども、最後に、町長の考え方伺ってですね、私の質問を終了いたしたいと

思います。 

議長 町長。 

町長 それでは私のほうからお答え申し上げたいと思います。今、前段総務課長のほ

うからもお話がございましたように、町としては優秀な人材を確保することは

町の発展のためには大変重要というふうに考えておりますし、そのためには、

正規職員については、町職員の試験を合格することを前提にしながら、面接を

して、採用、というふうになっておりますし、その他技術職員については、先

ほどもお話あったように、一定の資格を有する者、嘱託職員、臨時職員を採用

する場合については基本的にはまちだより、町のホームページに公募しながら、

１次書類審査、あるいは２次面接試験を行って、採用の適否を決定をしてござ

います。また臨時職員、あるいは嘱託職員などについてはできるだけ待遇改善

を図るという前向きのなかで、行っているところでございます。職員の採用に

当たっては、るる高山議員からお話がありますけれども、私が２０年７月から

この町長職についておりますけれども、いずれにしても、公明正大のなかで徹

底を図ってやってございまして、残念ながら、憶測だけで根拠もないことを喧々

に話す方もいるようであります。そういった面では大変残念に思っております

が、いずれにしても、私どもは公明正大のなかに徹底を図って今後とも、町民

の誤解のないようなかたちのなかで、やってまいりたいというふうに思ってご

ざいますので、答弁に代えさせていただきます。 

議長 高山議員の質問は終了いたします。休憩します。再開は１１時１０分とします。

   （休 憩 午前１０時５８分） 

   （再 開 午前１１時１０分） 

議長 再開します。続きまして１番松原議員を指名します。松原議員。 

１番 １番松原です。先に通告してあります将来平取町の農業対策についてお伺いい



- 24 - 

松原議員 たします。第１点目、新しく、農業研修施設を開催してはいかがでしょうか。

現在、町長が会長であります、平取町農業協議会、農業支援センターなど、農

業対策にご尽力をいただいております。第６次平取町総合計画実施計画におい

ても、新規就農施設等、新規就農者の対策は継続されておりますが、現在、新

規就農者を受け入れる条件が厳しいという意見もあります。そこで、新たに農

業に関心のある人材を幅広く、公募し、若者、地元の町民も研修できる施設を

考えてはいかがでしょうか。現在の農業の環境は一段と厳しい現況であります。

特に、農家の担い手不足や農業の後継者がいなく、高齢化も進んでおります。

また、平取町の人口の構造が急速に減少し、１５年後の２０３０年には約４０

００人にも減少すると推計もされていることも深刻であります。そこで、平取

町の人口を維持するためにも農業の産業化する施設をつくり、多くの若い人た

ちや、特に女性が、気軽に農業を体験できる施設への、露地栽培やハウスの施

設野菜づくり、園芸栽培などが実習体験できる農業研修施設を開設することが、

今、国は若者が、将来に夢や希望を抱き、その場でチャレンジし、魅力あるま

ちづくり、人づくり、仕事づくりを地方と一緒になって取り組む、地方創生、

地方の好循環拡大に向けた緊急経済対策を閣議決定しております。この制度を

活用した農業の６次化に向けた農業観光や農産物を収穫した農産物の直売所や

食事も提供できる農家レストラン等も併設し、このような施設を平取町農協、

個人の農家さんや農業法人、民間との共同で農業研修の複合施設を検討しては

いかがと思いますので、町長に伺います。 

議長 産業課長。 

産業課長 質問のほうにお答えしたいと思います。平取町を含めた多くの自治体では少子

高齢化、人口減少は深刻な問題となっております。町の存続にもかかわる喫緊

の大きな課題と考えているところでございます。町の第６次総合計画でも重要

な課題として、平成２８年から、１０か年の計画を立てているところでござい

ます。産業課としてもそれを踏まえて、計画の策定、実施事業について、事務

を進めているところでございます。農業分野の担い手、後継者育成の政策とい

たしましては、施設野菜、トマトですけども特化した農家研修、実践農場を経

ての新規参入者就農促進対策事業や、後継者を対象とした、農業者就農促進対

策事業など、今まで実施してきておりまして、今後も継続していくことと、新

たに第三者継承による就農対策として事業を計画をしているところでございま

す。新規参入者や後継者への事業効果は、これまでも議会で説明してきたとこ

ろでございまして、北海道内でも先進的または実績のあがっているものとして、

多くの自治体等の視察を受けているところでございます。ちなみに今年度はす

でに、１２の団体から視察を受けているようなかたちになってございます。た

だし、今後の農家減少のスピードを考えていきますと、新たな就農のかたちも

検討していくことが必要と考えまして、第三者継承による就農についても、事
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業をあげているところでございます。来年度につきましては、町がシステム的

に考えている、２戸の研修生、そのほかに１戸の第三者継承を希望する新規就

農希望者を受け入れることを担い手対策協議会で決定したところでございま

す。ですから、来年の３月からは３戸の就農希望者が平取町に来るというかた

ちになっているところでございます。農業サイドとしてはこのようなかたちで

人口減少に少しでも対応しているところであり、成果も今まであがってきてい

ると考えております。議員の提案のような、多目的な大型施設につきましては、

必要性や目的、財源の問題など、精査していかなければならないと考えており

ますし、協議のテーブルに乗ることは難しいのじゃないかというふうに考えて

おります。現状ではですね、実現可能で少しでも効果のあがるような対策から、

対応していきたいというふうに考えておりますので、ご理解のほうお願いした

いと思います。 

議長 松原議員。 

１番 

松原議員 

はい、確かに高齢化が進んで、農業の対策には苦慮すると思っておりますけど

も、第三者継承などの取り組みについてなんですけども、今第三者継承での取

り組みで、農家さんに派遣っていうか、そういう希望する農家が何軒あるんで

しょうか。 

議長 何軒あるかということですね。希望が。産業課長。 

産業課長 今答えたとおりですね、第三者継承、町は毎年２戸の研修農家受入れというこ

とで進めておりますけれども、来年につきましては１戸、それに乗らないよう

なかたちで就農したいということできております。 

議長 質問は第三者継承を受け入れたいというような希望する農家というのがどのく

らいあるのかという質問だったというふうに理解したんですが、それでいいん

ですね。はい。産業課長。 

産業課長 第三者継承につきましては、うちのような施設野菜、トマト等で希望するとい

うか、北海道全体としてもですね、多いのは酪農、畜産、畑作関係で、施設野

菜等で第三者継承によって就農してるというのは、今のところゼロでございま

す。希望する方というか、就農したいという方で、そういうのがあるというの

をわかりながらきている方もまだ少ないような状況になっておりますので、こ

ういうようなかたちで就農っていうことも検討してみてはということで、うち

のほうも相談が来た際にお答えするというか相談に乗ってるようなかたちでご

ざいますので、現実に何戸ぐらい実際にあるかという数字については把握はし

ておりません。そういう声があったり、うちのシステムになかなか乗れないと
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いう、うちは夫婦で入ってきたりだとか、自己資金が５００万以上必要ですと

か、そういうもろもろのハードルがありますので、なかなかそれに乗れない方

もいらっしゃるんで、相談の際に、そういう方法もあるというようなかたちで

お答えをしているところでございます。 

議長 松原議員。 

１番 

松原議員 

それと第三者継承の公募だとか取扱いの窓口は農協さんだとか、支援センター

だとか、そういうところで受けていると思うんですけども、これからのいろん

な公募の仕方についてちょっとお伺いしたいんですが。 

議長 第三者継承についての周知の、公募の仕方って言いましたか。産業課長。 

産業課長 町全体の就農の窓口としては、農業支援センター、担い手対策協議会が窓口に

なってやっておりますし、担い手協議会自体は町、農協、農業改良普及センタ

ー、農業委員会、土地改良区等メンバー入っておりますので、そちらのほうで

町の施策として、そういう第三者継承も、今後というか、新たに進めていくと

いう話をしておりますので、そちらのほうでも就農希望の方来たときには、窓

口として、農業支援センターがなってるということを共通理解しておりますし、

そういうものがあるということで公募についても、相談きた際には今の段階で

はこういう方法もありますよというようなかたちになっておりますけれども、

今後につきましては、総合計画がきちっとなった場合につきましては、そうい

う部分もですね、ホームページですとか、支援センター等でも、周知、ホーム

ページ等にのせたりだとかそういうのも検討していきたい、早めにとりかかっ

ていきたいというふうには思っております。 

議長 松原議員。 

１番 

松原議員 

できるだけ、そういう第三者継承、農家の跡継ぎということで、今の段階にお

いて、結構ですね、農家の後継げないというか、後継者がいないという件数も

結構多いのでですね、ぜひ、そういう農家さんを対象としながら相談をかけて、

平取の農業の後継者にしていただきたいと思っております。一番はじめに新し

い複合施設は考えていないと、今は難しいということをお答えいただいたんで

すけども、農業への人材育成だとか、支援体制を平取町独自で農業の研修、塾、

講座などを開設できないかということを次にお伺いしたいと思います。今、都

市交流や地元の人たちも農業をしたい、将来農業を経営したい人、第三者継承

や研修生、農業後継者や農業に関心がある人を対象に、基本となる、農業技術

を習得ができる農業の学習塾を開催できないかということを、また平取町独自

で就農者への育成に農業の給付金などを支援するなど、生活支援も必要と考え
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ておりますので、研修、給付金制度を検討ができないか、公募する研修生が２

年から３年、農業を研修、実践することが、就農の可能になっております。研

修制度が、平取町の農業であります、ハウス栽培や水田、和牛、酪農、軽種馬

という農家さんの希望する農業に実習生として研修もできるのではないかと考

えております。また、農業法人が、研究生を雇用し、人手不足の農家さんへの

応援体制をとるハウス農家への人手不足や農家の人手不足の解消として、ひと

つのヘルパー制度の考えも必要と考えます。また、研修生には新規就農制度も

あり、国から年間１１０万を給付金を２年間受ける制度があります。また、農

業法人は、研修生を雇用することで、研修費として月に１０万の支給を受ける

制度もございます。この農業の育成も、農業法人の育成も必要と考えておりま

す。平取町への農業者の人材を確保し、就農できる職場づくりや、農業を学べ

る研修塾などを開設することにより、農業の基礎学習の講義を受けることで、

高度な技術を習得できると考えます。講師としては、今年度北海道大学農学部

との連携協議もありますので、講師としてお願いもできるのではないでしょう

か。また、平取町内での農業指導士の人材もおりますので、担い手の育成にも、

農業の基礎学習の取り組みができ、現在の農業を営んでいる後継者にも、学ぶ

ことができると考えます。研修生は、講義終了後は農業の就農も可能になりま

す。研修は農業経営に参入する希望研修生が、農業経営に参入する希望をする

人が、びらとり農協や、農業協議会、センターなど相談できる体制もつくって

おりますので、農業に多く人を入れ、支援ができる事業を実践することにより、

町の効果的な農業の振興が図られると考えていますが、いかがでしょうか。町

長にお伺いいたします。 

議長 産業課長。 

産業課長 お答えをしていきたいと思います。いろいろと質問の中でこの部分あの部分と

いうことで質問があったように思っておりますけれども、そのなかできちっと

それに対応した適切な回答かどうかというのがちょっと、難しいのでございま

すけれども、こちらの答えられる範囲で答えていきたいというふうに思ってお

ります。第三者継承につきましてはですね、先ほど言ったとおり、当初、北海

道では畜産ですとか、畑作の担い手ということで進めてきております。ただこ

れマッチングっていいまして、受入れを希望する、受け渡したいという農家と、

入りたいという農家のなかでいろんな土地の評価だとか、施設の評価、それを

いくらで譲り受けるだとかという部分があって、なかなか難しい状況にあると

いうのは、道の話ですとか、第三者継承のシンポジウム等にも行ってですね、

先進にやっている地区の話を聞くと、非常に難しいので、マッチングをする、

そういうサポートチームがきちんとなって適当な評価をして、次の人に引き継

いでいくだとかっていうことが必要になってくるという話でございました。う

ちの町としましてはですね、施設野菜、トマトが主になっておりまして、現在
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１６０戸をこえるトマト農家が、１２０ヘクタールほどの面積で、トマトをつ

くっておりまして、年間の売り上げについては今年も４２億をこえて４２億５

千万ぐらいいくというかたちになってございます。その数字をなるべく維持し

ていくようなかたち、なかなかこれからその数字を延ばすというのは、農業の

現状からみても難しいものと考えておりますので、それをいかに継続していく

か、それを保っていくかというのが今後重要かなというふうに考えております。

その要因としては、農家の高齢化もありますし、担い手不足等もありますから、

町としては、農協ですとか普及センターその他もろもろ農業関係機関が一緒に

なってですね、担い手育成をしていくということで新規の参入希望者を研修生

制度で受け入れするということで、１０年以上前から取りかかってきたところ

でございます。それでも今後の農家の数、今販売農家で２９０ぐらいになって

るということでございまして、これが２０２０年とかになっていきますと、１

００戸ぐらい減ってくるんじゃないかということで、２００戸になるんじゃな

いかというような予測もされているところでございます。人口についても、議

員おっしゃるとおり今５３００切るようなかたちになってございますけども、

数年後には４０００まで落ちていくんじゃないかということになっております

ので、さまざまな対策、今までは２戸の農家を入れておりましたけれども、そ

れ以外の方法でもやっていかないとだめじゃないかということで、第三者継承

ですとかいろんな、現在はですね、なかなか景気が良くなってきてそういう相

談会等にも人が少なくなっているような状況でございます。私も先週の土曜日、

東京のほうで行われた新規の農業人フェアのほうへ行きまして、相談等も受け

ましたけれども、やはり農家を希望する方は少なくなってきておりますし、本

州方面はなかなか北海道までというのは数が少ないような状況になってきてる

のが現状でございます。そういう状況もありまして、いかに新たに、平取町に

入ってきてくれる方を増やしていくかということで、第三者継承ですとか、い

ろんな方法を考えていきたいということで、検討してきているとこでございま

す。それについては先ほど言ったとおり、農業協議会ですとか、いろんな機関

で相談をしましてですね、総合計画にも載せているというかたちでございます。

またいろんな農業のかたち、施設野菜をやったりだとか、水稲施設野菜ですと

か、酪農、畜産、軽種馬等ございますから、それがすべて同じかたちにはまる

かというとなかなか難しい部分がございますので、まずは町の基幹産業となっ

ているトマトの部分でシステム的にこういうようなかたちでいくと５年後１０

年後には成功してきちんと生活していけるようなかたちになるというのを今進

めてきているということで、ほかの町等におきましては、いろんなかたちで、

１０名ぐらい新規の方受け入れして、その中で２名３名、定着してくれればい

いというようなかたちでやってる町村もございますけれども、前にも議会で話

したとおり、うちの町としては、来たからには成功してもらうということで、

２名３名入ったときには２名３名がきちっと就農して、生活をしていけるよう

なかたちのものということで、いろいろハードルの高い部分もありますけれど
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も、そういうことで施策を進めてきているところでございます。議員おっしゃ

ってた、農業塾ですとか、そういうゼミナールみたいなかたちですけども、す

でに、改良普及センターのほうでも実施をしておりまして、後継者ですとか、

新規で入ってきた方対象にそういうゼミナールをやって、少しでも農業に早く

なじんでもらうというか、いろんな知識を習得していただくということでやっ

ているかたちでございます。先ほど言ったとおり農業協議会については、いろ

んな関係機関、普及センター等も入っておりまして、そういうのがもちろん必

要だということもあってですね、普及センターは普及センターでそういうこと

もやっておりますし、それぞれの機関でできる部分のものをそれぞれ分担しな

がら、やっていくというようなかたちになっておりますので、議員おっしゃる

ような内容についても、農業協議会等で検討していっておりますし、またそれ

以外のことでも良いものがあれば、こういうかたちでやったらもっといいんじ

ゃないかということ、今議員のほうから提案ありましたけども、それもですね、

十分協議しながら少しでも、平取町の農業が上向きというか、現状をなるべく

維持していくようなかたちでというふうに考えておりますので、ご理解のほう

いただきたいと思います。 

議長 なかには、研修生についての新規就農給付金制度の活用とか、あと町自体でそ

ういうことも検討しないのかという質問もあったかと思いますので。 

産業課長 新規就農の際に議員おっしゃってた１５０万というのは、多分、青年就農給付

金のことを言っているかと思いますけれども、現在新規就農希望で入ってきて

る方はすべてそれを対応してっておりますし、農業法人等に出ることについて

は農の雇用のほうの関係で受け入れるほうに出るものと理解しておりますけど

も、それについてもですね、もちろん協議会等でも話をしてって、そういうの

をおおいに活用しながら、入ってくる方が少しでも、負担が少なくなるような

かたちでということも、そういうような国の施策ですとか、道の事業ですとか

そういうもの活用していきますし、町独自のものとしては、もちろんみなさん

知ってるとおり新規就農の場合については就農時に５００万、町から補助金を

出すですとか、後継者等が入ってきて規模拡大ですとか、行っていく場合につ

いては、１軒あたり４００万を限度でというようなかたちのものもやっており

ますし、それで十分とは思っておりませんけれどもなかなか厳しい財政状況も

あって、その範囲のなかでいかに効率的に費用対効果を考えてやれるかという

ことも検討しながらですね、取りかかってるということで、ご理解のほうよろ

しくお願いします。 

議長 松原議員。 

１番 確かに就農の対策は、成功してもらうように、きちっと厳しい条件があるとい
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松原議員 うのはわかっております。そのなかでですね、一般に、できるだけ多くの人を、

人材確保できるような、そういうような感じて学べる、要するに農業を実習で

きるような、そういうような講座が設けられる場、いいのではないかなと、こ

れは一般的にですね、就農者ばかりでなく、地元でいる、これから高校卒業し

た人が地元で農業を学べるようなそういうような感じのかたちでできるだけ平

取にとどまってもらえるような、そういうようなかたちの学習も、講座も開け

ればいいなと思っております。そのなかで、いろんなかたちで、国の給付金も

ありますけども、町独自で、そういう農業に携わって勉強したいという人に、

ちょっとした就農の支援制度が設けられれば、いいのではないかと。人材を確

保するために少しでもですね、農業に携わってもらえるようなシステムづくり

をこれからお願いしたいと思って質問を終わらせていただきます。 

議長 町長。 

町長 それでは私のほうからご答弁申し上げたいと思いますが、ただいま産業課長の

ほうからお話がございましたとおりでございますが、重複しますので、別な切

り口からですね、私のほうからご答弁を申し上げたいと思いますが、今日本社

会は人口減少の時代を迎えておりまして、また最近は、地方創生という言葉が

よく聞かれるようになってございます。民間の研究機関であります日本創生会

議が昨年の５月に、いわゆる消滅可能性の自治体リストを公表されたところで

ございます。そこには、このまま少子高齢化と人口減少が続けば、地方では仕

事がないことから、若い人が半減するために全国で１７２７市町村のうち、８

９６の自治体の機能維持が困難になり、今の状態で進めば、消滅のおそれがあ

るというような発表がされておりまして、当町においても、その波が押し寄せ

ておりますことから、今後地域経済の活性化と人口減少問題を解決するために

も、産業の振興対策、あるいは定住対策を講じなければならないというふうに

考えておりまして、人口減少はいろんな場面で影響が出てまいります。特に医

療福祉関係では、看護師をはじめ、介護士などが不足してございますし、また

本題の平取町の基幹産業であります農業についても、労働者不足を生じており

まして、選果場、あるいは農家のパートさんも不足している状況にございます。

さらには、農業者の高齢化、担い手の不足、農家戸数の減少が続いております

ことから、このことについては、すでに担い手の育成対策として、農業者の就

農の促進対策、新規参入者の就農促進対策等を積極的に推進をしているところ

でございます。特に新規参入者の就農促進対策では将来を見据えながら、いち

早く、毎年２戸の新規参入者を受け入れてきた結果、現在までに１８戸、６７

名の家族が定住しながら地域農業の活性化に大きく貢献をしてございます。ま

た、産業課長からお話あったように、２８年度に新規参入者２戸、そして第三

者の継承として１戸を受け入れることとしてございます。このように、他町に

先駆けて対策を講じておりますけれども、農業者の高齢化、後継者不足は続い
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ております。さらに抜本的な対策を講じなければならない大きな課題と考えて

ございまして、松原議員がご質問の農業の研修所的な施設の取り組み等々の意

見については、先進地の事例等も十分参考にしながら、担い手対策協議会、あ

るいは農業協議会のなかで、十分協議をしてまいりますし、現在平取のアグリ

ビジョン、向こう５か年計画を策定する予定でございますので、そのなかでも、

貴重なご意見を踏まえて十分協議をさせていただきたいというふうに思ってご

ざいますので、答弁とさせていただきます。 

議長 松原議員の質問は終了いたします。続きまして、７番井澤議員を指名します。

井澤議員。 

７番 

井澤議員 

７番井澤です。平取町の障がい者計画、現在はこの平成２７年度から第４期の

平取町障がい福祉計画が策定されて初年度のことが進んでおりますけれども、

第１期の障がい者福祉計画は、障害者自立支援法が平成１８年にできて、それ

に対応して第１期の計画がつくられたというふうに聞いておりますけども、そ

のあと、平成２５年にこの障害者自立支援法が改悪と言われるほど悪かったっ

ていうことの批判もあって、平成２５年に障害者総合支援法に変わったという

ことがありました。それを受けて平取町も障がい者計画を整えてきているとい

うことがありますが、現在の、今年から計画を策定するにあたって昨年までの

第３期の障がい者計画のもとで、新しい計画を３か年の計画、これは第４期で

すけども、つくるために、平成２６年８月にアンケート調査を行った、という

ことがあって、第４期のこの平取町障がい者福祉計画の末尾にそのアンケート

の内容も添付されておりますので、このアンケートの内容、そしてまた計画の

本文等を見まして、少し、調査方法等について疑問の点がありましたので、今

回質問をさせていただきます。まず第１に、第４期計画、平成２７年度から２

９年度策定にあたって、障害者手帳３９４人の方、療育手帳７１人の方、精神

障害者保健福祉手帳の方１９人、あわせて４８４人の中から、１２９人、率に

いきますと２６．７％を抽出して、アンケート調査を行ったということですけ

ども、その中で、在宅、施設、病院等におられなくて、在宅生活の方の割合は

どれぐらいになっていたのか、そのことについてお伺いいたします。 

議長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。本年度ですね、障がい者福祉計画を策定させていただきま

した。その中で今、在宅ということであります。アンケート調査１２９人抽出

したなかでの在宅の割合ということになろうかと思いますが、約９割程度が在

宅ということであります。 

議長 井澤議員。 
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７番 

井澤議員 

それぞれの障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のそれぞれについ

て、在宅が何人おられるのかについて教えていただければと思います。 

議長 

保 健 福 祉

課長 

保健福祉課長。 

在宅、今回抽出したなかでありますが、基本的には障害者手帳の保持者が９３

名のうち９３が在宅、そして療育手帳保持者２４名のうち１１名が在宅、そし

て精神障害者の手帳保持者が１２人のうち１２人が在宅ということになりま

す。 

議長 井澤議員。 

７番 

井澤議員 

今回のそれぞれの手帳所有者の方４８４人の中から１２９人、２６．７％を抽

出したということですけども、この抽出方法のこのアンケートの手法について

は、何か基準となると何々法に基づいて、行ったという、そういう方法だとか

あるいは何かの実績に基づいてやった、その辺の根拠について教えていただき

たいと思います。 

議長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

抽出方法でありますが、基本的には等間隔の抽出法ということであります。こ

れは無作為の抽出法一つの方法でございます。例えば３０００人の一覧であれ

ば、そこから３００人を抽出するということになればですね、開始番号を例え

ば５番目、それから抽出間隔を１０と設定しながら抽出していくというような

方法でありまして、いわゆる系統抽出法とも呼ばれているというような方法で

ございます。 

議長 井澤議員。 

７番 

井澤議員 

要するに調査の対象となるその３種の手帳の方々の母数、もととなる４８４人

という数字がその等間隔抽出法でその母数として適合していたというふうに考

えてよろしいんでしょうか。 

議長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

それでよろしいです。 
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議長 井澤議員。 

７番 

井澤議員 

３種の手帳保持者ということなってそれぞれの総合の数、障害者手帳で３９４

人、療育手帳で７１人、精神障害者保健福祉手帳で１９人、その中の在宅の数

については先ほど福祉課長からお答えいただいたことですけれども、この５４

００人の平取町の福祉計画を進めるにあたって、この２６．７％という抽出方

法で、とりあえずは３か年の計画を立てるということでありましたけども、そ

れが十分な、数字であったかどうか。そのことについては２番目の質問ともか

かわってくるんですが、私は、福祉、障害のことに関しては、やはり、全体的

な数字でとらえるということも大切ですけども、個々の障害、障害の要するに

段階というのもいろいろありますし、障害にも、いろんな障害が、種類が、８

種類ぐらいが今このアンケートの中の結果としては出てますけれども、そうい

うことからいくと、どの障害について無作為抽出という方法で４８４人に行っ

たことが、本当に十分であったのかどうかについて疑問があるんですが、その

ことについてはアンケートの結果を含めて、どうだったのでしょうか。 

議長 その質問につきましては、二つ目のことにかかわってくるかと思うんですけど

も、そういうことでよろしいですか。保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。通常のアンケート調査であればある程度市町村のところを

見てもらえばわかると思いますが、やはり１割から２割程度をアンケート調査

で行っているというのがだいたい現実かなということであります。今回うちは

約２６％くらいのアンケートということのなかで、出させていただいておりま

す。それで今回その１２９名抽出したということでありますが、このアンケー

ト、目的としましては、基本的に障害のある人の日常生活の状況や課題、また

障害者サービスのニーズ、より正確なものを把握するということで実施してい

るということであります。それとまた、普段から窓口の相談業務や住民からの

要望事項など、さらには平成２６年の１０月には平取福祉会の相談支援事業所

なないろが立ち上がりましたので、そこに委託して、障害者の相談、支援業務

等を通じて地域の実態やニーズの把握に努めているということであります。 

議長 井澤議員。 

７番 

井澤議員 

他の市町村のこういう障害者等のアンケートについては、１０から２０％と思

われるけども、本町で今回の案件は、２６．７％と十分な数字であるというご

意向はわかりました。ただ、アンケートの結果で２２名おられる視覚障害者の

方の回答がゼロだったということになってますけども、これは抽出方法でいく

と起こり得ることですが、ただ、４８４人、障害者の中でいくと、３９４人中

の２２名の方がこのアンケートからもれたことに関して、そのことに関しては
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そのアンケートの手法等について問題がなかったかどうか、いかがでしょうか。

議長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

今回のアンケート調査ですが、１２９名抽出いたしまして、回答としては７６

名の方が回答されております。そのうち３名の視覚障害者の方に調査票を送付

しております。回答でゼロもしくはアンケート調査の問いにおいて主たる障害

を記入せずに回答しているという可能性もございます。以上です。 

議長 井澤議員。 

７番 

井澤議員 

視覚障害者の方がアンケートの中に３名おられて調査票を郵送したけれども、

返送がその３名の方からはなかったということなので、やむを得ないといえば

やむを得ないで無記名の返信であったと思いますけども、調査依頼をした３名

の方は出した方がわかっておられるし、回答がなかったということであれば、

障害の３年間の少なくとも３年間の障害の計画を立てるにあたって、全く、ア

ンケートの結果では、回答がなかったけども、その手法は問題がないからとい

うことであるのかと思いますけども、この障害者のこの３年間の計画を立てる

審議会において、少なくとも、視覚障害者の方について、計画の策定の上で、

支障がなかったのでしょうか。私はないとは思えないんですがいかがでしょう

か。 

議長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。今の井澤議員の質問にございましたが、回答に関してはで

すね、無記名ということなんで、回答ゼロ、もしくはアンケート調査の問いに、

先ほど言いましたが、主たる障害の記入をしてなかったということもございま

す。ですからゼロとはちょっと言い切れないところもございます。それで先ほ

ども言いましたが、このアンケート、計画に支障がなかったかという問いでご

ざいますが、先ほども申しましたとおり、普段ですね、窓口の相談業務やそう

いうなかの要望事項等もいろいろ聞き取りなんかをしておりますので、その辺

は十分に反映してるのかなと、そういうふうに考えております。 

議長 井澤議員。 

７番 

井澤議員 

日常の窓口業務等で十分に視覚障害者の方についても把握しているという課長

の表明でありましたけれども、こういうアンケートを行う時に等間隔抽出法っ

ていう方法を用いたということですけれども、より具体的なこの地域での、そ

してまた具体的な障害に関わるところのときに、残念ながら、若干、主たる障
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害をどこにしたかっていう回答があったかともいうそういうのちがいが出てき

たかもしれませんけども、その、ほかの回答の少なかったことも含めてですけ

ども、視覚障害に関して、窓口業務で対応しているということで、おっしゃっ

てましたけども、２２名という視覚障害者の方がおられて在宅の方が先ほど３

名だったのは在宅の方なのか施設に入っておる方も含めてなのかちょっとはっ

きりしませんけども、やはり２２名という数は大きな数だと思うので、再アン

ケートをするというのことの手法もアンケートの手法のなかにはあると思いま

すけど、その辺のことについてはいかがでしょうか。 

議長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。３名の方はですね、在宅でおられる方でございます。それ

と、再アンケートということのお話でございますが、基本的には先ほども答弁

したように、再調査は行わない予定でございます。 

議長 休憩します。 

   （休 憩 午前１１時５７分） 

   （再 開 午後 １時００分） 

議長 再開します。午前中に引き続き、井澤議員の質問を行います。井澤議員。 

７番 

井澤議員 

７番井澤です。午前中、現行の第４期平取町障がい者福祉計画について、その

アンケートの手法など等について質問させていただきましたけども、担当課長

からの状況の説明等がありましたので、今もうすでに動いている制度のことで

すから、それを蒸し返せとかそんなこと言ってるわけでありませんけども、や

っぱり障害者のことではとても大事なことだと思いますので、窓口で全部把握

できればいいけどもそれでできない部分をアンケートで行うというなことも、

当然行われてしかるべき制度ですので、この３年間、平成２９年度までこの計

画が続きますけども、次回の計画の中で、あるいは国の制度がまた変わってく

るかもしれませんが、そういうときにあたってこういうアンケートを行う場合、

そして、障がい者福祉計画につなげることによってより良い方法をこの後も、

選んでいただきたいと思いますので、そのような方向についていかがでござい

ましょうか。 

議長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。アンケートがすべてではないということにもなろうかと思

いますが、アンケート、そして、窓口業務、そして前回の答弁でもお話しして
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ると思いますが、平取福祉会において障害者の相談支援事業所なないろという

ところも開設しております。そういうなかで、あらゆるニーズ調査などをして

おり、またその策定委員会のメンバーの方々も、ある程度障害者の団体だとか

そういうところからもいろんな意見を聞き取りながら今回の計画を策定してお

りますので、どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長 井澤議員。 

７番 

井澤議員 

それでは３番目の成年後見制度について、ご質問いたしたいと思います。この

福祉計画の最終年度、平成２９年度に成年後見制度法人後見支援事業というこ

とで、ありということになって、２７年度２８年度はないということですけれ

ども、成年後見制度自体は、障害者の方そして、認知症による介護保険等の要

介護認定の方等についての生活を守る、あるいは経済的虐待を防ぐって意味で、

とても大事な制度だと思いますけども、平取町では、今２９年度に向けて、そ

の事業所ですから、町の直接の部局としては持つことができないという見通し

のなかで、受け皿となる事業所を考えておられて、２９年に予定してると思い

ますけども、この制度の中で、市民後見人制度と、今新しく提案されてるもの

ですけども、受け皿となるときに、他の町をみますと、平取町でいけば平取町

社会福祉協議会が受け皿となるのに、一番近い組織かなというふうに私は考え

ますが、その辺のことについて、準備の状況と見通しについて、お知らせをい

ただきたいと思います。 

議長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。成年後見人制度ということで、まず、平成２４年の４月に

老人福祉法が改正されまして、市町村に市民後見人の養成が努力義務として、

法律に位置付けられているものであります。まず本町においてもですね、平成

２４年から２６年度まで、地域における市民後見人の普及活動を推進するため

に高齢者虐待防止ネットワーク会議で成年後見人制度の普及推進、また、講演、

セミナーなどの各種事業に取り組んできたところでございます。そして平成２

７年から３年間ということで、今後の後見人制度の権利擁護人材育成というこ

とで、各関係機関と協力しながら、今後、人材の育成を考えているところであ

ります。今、受け皿ということでお話がございましたが、市町村において、後

見の実施機関を設置するということから、専門的な知識を有する人材を確保も

ございますが、今事業所と十分協議してるというような現状でございます。 

議長 井澤議員。 

７番 そこのなかに、私があげました可能性あるとことしては、平取町の社会福祉協
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井澤議員 議会というのがほかに探してもないような状況かと思いますけども、今ここで、

社会福祉協議会の名前が出てこないということは、社会福祉協議会の現状にお

いて、そのように取り組む力量がないという判断なのか、あるいはもっと良い

その受け皿について、考えておられるのか、社会福祉協議会が、町がたてます

福祉のことについて、現実に言えば高齢者のことでいけば訪問介護のステーシ

ョンをもっていたりすることがありますけれども、いろんな意味で、その専門

性というその事業所としては社会福祉協議会かなと思いますけども、具体的に、

課長から社会福祉協議会の名前が出てこないということには、何か、新しいこ

とを考えておられるのかその辺教えていただければと思います。 

議長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

大変申しわけございません。今事業所ということで申し上げましたが、基本的

には社会福祉協議会と今協議してるところでございます。 

議長 井澤議員。 

７番 

井澤議員 

はい、社会福祉協議会と協議を進めているということでありますので、この成

年後見制度、２９年度の実施の見込みについて、ぜひ十分な打ち合わせをもっ

て進めていただきたいと思います。あと、この障害者福祉のことについては、

今３年の見通し、これまでも３年くらいの区切りでやってきたわけですけども、

この後の福祉のことについては、長期的な見通しも、必要になってくるかと思

いますが、あるいは障害者福祉ばかりでなくて、高齢者福祉とか、児童とかそ

ういうことを含めて、今、取りかかっている計画等について、見通しがあれば

教えていただきたいと思います。 

議長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。高齢者福祉計画そのものも昨年計画いたしまして、今年か

ら実施ということで、また障がい者計画も２５年に１０年間の計画なども策定

して、そして、今回のこの障がい者福祉計画という、実施計画になるかと思い

ますが、そのほうを、今年度から実施してるというようなことでありますので、

ご理解いただきたいと思います。 

議長 井澤議員の質問は終了いたします。次に、１１番千葉議員を指名します。千葉

議員。 

１１番 

千葉議員 

１１番千葉です。本日は２問の一般質問を予定しております。通告済みの質問

でございますけども、最初に、全国学力テスト結果不公表に至った真意につい
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て、詳細をお尋ねしていきたいと思います。この件に関しましては、昨年の９

月の４日に、総務文教常任委員会の中でも協議事項として、すでに教育委員会

教育長のほうからですね協議として扱われたことでございますけども、その議

事録のほうも詳細結構読んでみたわけでございますけども、残念ながら私は昨

年は産業厚生常任委員長という立場でこの総務文教の常任委員会のほうには出

席はしておらなかったわけでございますので、活字にしただけの文書読んでも

ちょっとわからない部分も、自分なりに存在してるなということで、質問して

いきたいなというふうに思っております。まず最初に、日高管内で唯一ですね、

平取町だけがこの結果を公表しなかった経緯、それから、このことに至った協

議内容の詳細について、現段階でわかってる範囲で結構ですので、お答えいた

だきたいと思います。 

議長 教育長。 

教育長 それでは千葉議員のご質問に対しまして、お答えをさせていただきたいと思い

ます。本定例会の教育行政報告において、ご説明申し上げました平成２７年度

全国学力・学習状況調査でありますが、このことにおける北海道の結果という

ことにありましては、１１月２５日に北海道教育委員会が公表を行うとともに

翌２６日に、マスコミ各社において報道がなされたところであります。この全

国学力学習状況調査にありましては、ご承知のとおり、平成１９年度より実施

され、現在は悉皆方式に基づき、すべての公立の小中学校が参加している状況

となっております。また北海道教育委員会にありましては、本調査の実施要領

に基づき、市町村の同意を得た場合に限り、当該市町村名を明らかにした公表

を平成２６年度より行ってきているとこでありますが、この北海道版の公表に

同意した、道内市町村にありましては、平成２６年度において１７９市町村中

８６の団体、平成２７年度にありましては、１３５の団体ということになって

います。日高管内におきましては、２６年度で公表したのは３町ということで

ありましたけれども、２７年度においては、平取町を除くすべての町が同意を

したということになってございます。北海道新聞の報道にありますとおり、日

高管内において唯一、公表に同意をしていないのは、当町のみということにな

っているところでありますが、ご質問となります北海道版の公表そのものに、

平取町教育委員会がなぜ同意に至らなかったのか、その経緯等につきまして、

お答えをさせていただきたいと思います。この全国学力・学習状況調査にあり

ましては、前段申し上げましたとおり、平成１９年度より実施され、結果公表

ということにつきましては、平成２５年度まで、北海道にありましては、文部

科学省が定める実施要領に基づき、個々の市町村名を明らかにした公表は行っ

ていなかったところでありますが、２６年度の調査結果から、市町村の同意を

得た場合に限り、その市町村全体の平均正答率を公表することに至っていると

ころであります。市町村名を明らかにしたなかで公表することの背景には、一
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層、きめ細くわかりやすい調査結果を示し、保護者そして地域住民に対して、

説明責任を果たすことで、学力向上につなげていくことにあるものと考えてお

ります。そのことにおいて、北海道教育委員会からは、平成２７年度にかかわ

る北海道版結果報告書に市町村の結果を掲載することに同意する、同意しない、

ということに関して本年８月３日付けをもって照会があったところであります

が、平取町教育委員会におきましては、８月１７日に教育委員会議を開催し、

この取り扱いについて協議を行ったところであります。教育委員の会議におけ

ます協議ということにありましては、北海道教育委員会の考え方をもとに結論

として同意しない、ということで、前年度に引き続き、決定をしたということ

になっているところであります。平取町が同意をしないことの理由といたしま

しては、端的に申し上げまして新聞報道にありますとおり過度の競争や序列化

につながるという考え方に立つものであります。さらに申し上げますと、この

全国学テにおける本来の目的は、児童生徒の学習における理解度を把握をし、

授業改善等を行うなかで、学力向上に役立てるということがねらいということ

になっています。都道府県が、そして市町村が順位を競うということではなく、

点数獲得を目的とすることは、調査の趣旨から逸脱するとともに、学校現場は、

テスト対策に傾注する風潮が強まるということが避けて通れないということが

危惧せざるを得ないからでございます。私は今、学校教育が取り組むべきこと

ということでは、調査結果の順位を公表し、テスト対策に向けるのではなく、

子どもたちに知識を得る喜びを通じて、学習への意欲を高め、養うことにある

というふうに考えているところでございます。以上のことから、平取町として

は、公表に同意をしなかったということでございますので、お答えとさせてい

ただきます。 

議長 千葉議員。 

１１番 

千葉議員 

その流れ、お考えになってきた、そして公表しなかったという流れはだいたい

把握をした感があります。私は公表しなかったことが悪いとか、良いとかって

いうことよりもですね、やはりあのその結論に至った経緯というのは私は一町

民であるし、一議席を得てるものとして非常に、このことは真摯に受けとめな

くてはいけないなという感はありますけども、ただ結果公表しなかったことに

対してはやはり町民の中でも、特にあの現役世代のまだ通学をさしているお子

さんがいるような家庭の中では、１１月の２６日新聞報道あった報道があまり

にも、字体が大きくて、その中身結構町村別に全部公表された中身があるわけ

ですけども、反響が非常に大きかった部分も実はその背景にはあるということ

も、教育委員会サイドでも、教育行政サイドでもやはりとらえておく必要があ

るのかなというふうには思っております。それはどういうことかというと、通

告した２番目のほう入りますけどもやはり北海道の学力、全国学力テストの結

果、すでにここに席でお座りの方はみなさん全員承知だと思いますけども、４



- 40 - 

７都道府県中、結果的には、いつも４０番以下というあの低い学力というのは、

これは数字の上でも否めない結果が続いております。そして日高においては、

やはり道内においてもですね、やはりどういった位置付けで、学力が推移して

るのかというものもあまり見えてない部分というのがあります。学校単位にお

いては、かなり努力されてですね町内の学校の先生たちも一生懸命取り組んで

る先生の姿も見ておりますけども、残念ながら毎年少しずつの改善は見られる

ものの、やはり大きく進展するような取り組みというのも、私のほうにはうつ

っておりません。なかには、やはりあのここまで、北海道の位置付け、特にあ

の学力の偏差値含めてですけども、低下してなかなか浮上してこない背景とい

うのはやはりあの、道教委のほうで示しているような、全部やっぱりオープン

にしてですね、教育委員会単位で、了解が得られたところは公表していく。そ

してあの、問題点、課題点はやっぱり共有したなかでさまざまな取り組みとか

改善点を見出していく、そのことがやっぱり必要でないのかなという親御さん

も実は平取町内にもかなりの数がいるかなというふうに私は思っております。

現に新聞報道あったときも、３家庭の方から、電話やら私の自宅に来て、なぜ

平取町はこういうかたちでずっといかなくちゃいけないのか、なぜ日高管内で

１町だけ公表しないというのはどういうことかと、もうここまできたら全部さ

らけ出して、問題点をやっぱり共有して、取り組んでってもらう姿勢はとれな

いものかという意見が出ておるのも、事実でございます。結果を見ますとです

ね、結構改善されてきてるんですね。結構改善されてきているというか、やは

り教育長今答弁されたとおり、問題点をやっぱり意識してですね、学校単位で

の取り組みというのはやっぱり相当違ってきてるのかなという気はしておりま

すけども、残念ながら、大きな進展というのはない。これは、単年度で解決す

るような問題ではもちろんありませんので、長中期的な、中長期的な、立場で

ですね、改善されていくもんだという認識は私ももっておりますけども、特に

日高管内の中学校の状況を調べてみますと、数学のＢ、それから、Ｂの資料の

活用それから、数と式ですか、それから国語の同じくＢ、書くことそれから読

むこと、この４点が相当、レーダーチャートの中ではですね、かなり低い位置

に来ている。ということは、すべてＢですから、Ｂの部門というのはやっぱり

活用とか応用のことになってくると思いますけども、この辺は全国学力テスト

が始まった平成１９年度からですね、やはり、なかなか浮上してこない、上に

上がってこない位置付けでもあるのかなというふうに思ってますけども、具体

的にですね、今言ったようなことも含めて、今後の対策とか、取り組みについ

て、特にあの、一般町民に対しての説明責任、すべて公表はされてるわけです

けども、やはり管内、あるいは道内でどういった位置付けなのか。平取町の場

合は、義務教育課程の町立の学校７校、中学校２校と小学校５校あるわけです

けども、学校単位ごとの意見というんですか、今回公表をされなかったことに

対して特段何かその学校経営者である校長先生あるいは学校単位でのご意見と

か、何かこう、出てたんであれば、教育委員会で把握してる範囲で結構ですの
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で、今言ったこと踏まえてどうなのかっていうことも、重ねてお尋ねしておき

たいと思います。 

議長 教育長。 

教育長 それでお答えをさせていただきたいと思います。全国学力・学習状況調査が実

施をされまして、来年度ということでは１０回目を迎えるということになって

まいります。これまでにありましては、抽出方式による調査の年もございまし

たけれども、現在はすべての公立小中学校が参加する、いわゆる悉皆方式によ

っての調査が定着しているという状況になっております。北海道教育委員会に

ありましては、調査開始以来、北海道全体の平均正答率が下位にとどまること

に危機感を抱くなかで平成２６年度調査までに全国平均点以上とする目標を掲

げ、学校、家庭、地域が一体となったさまざまな取り組みを推進をしてきたと

ころであります。しかし、２６年度調査におきましても目的を達成することは

できず、依然として低迷する結果ということに鑑みまして、より危機感を学校

関係者のみならず、地域住民にも共有していくことが肝要であるという考え方

において市町村別の公表に至ったというふうには考えているところでありま

す。議員ご指摘にありましては、北海道、そして、日高管内全体の学力の底上

げを図る上において、すべての市町村が課題を共有しながら、一体となった取

り組みを促進すべきではないかということで、平取町は、根底から北海道教育

委員会の方針を否定するんでないかなという見解に立たれたというふうに考え

るところであります。繰り返しになるかというふうに思いますが、この調査に

ありましては、学習の到達度を見きわめると同時に、学校での指導に役立てて

授業改善に努めるということが目的になっているところでございます。私は、

この調査の導入当初から、これらが目的となっていることの初志を忘れてはな

らないというふうに考えているところであります。しかし多額の税金を投入し

て実施されるこの調査でありますので、地域住民への説明責任ということでは、

町民に対し、平取町の子どもたちの平均正答率、並びに学習状況等について、

総体的に比較できるよう、これまで同様、町広報紙を通じながら、しっかりと

公表をしていくという考え方には変わっているところはありません。また各学

校にありましては、学校だより等をもって、保護者そして学校評議員等に対し

まして、自校の課題であるとか、改善策等について詳細な周知に努めていると

ころでございます。町民及び保護者に対する説明責任ということにおきまして

は、それぞれ行うということにしているところでありますが、学力向上に対し、

オール日高であるとか、オール北海道をもって、すべての市町村が、課題解決

に向けた共通認識のもとに、取り組む必要があるとのご指摘につきましては、

学力を含めた、生きる力の育成ということにありましては、とりわけ日高管内

といたしまして、教育委員会連合会をはじめ、教育長会、校長会、教頭会、さ

らには学力向上推進会議などの組織をもって、現状分析を明確に行うなかで何
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が課題であり、その課題をいかに改善していかなければならないのか、その課

題解決にあたっての共通認識を深めると同時に、各町教育委員会、さらには各

学校が、各町のそれぞれの実情でありますとか、学校事情に応じた取り組みを

推進しているところでございます。今後とも、管内各町、各組織における情報

交流をはじめ、連携を十分に図ることにおいて、平取町の子どもたちがテスト

による点数獲得を目的とするということではなく、社会で独立をして困難を克

服するために必要とする知識をしっかりと身につけるということとともに、心

豊かに、強くたくましく成長することができるよう、教育委員会として幅広く

支援していくことが今課せられている最も重要なミッションであるというふう

に考えているところであります。そのため第６次の平取町総合計画、さらには

平取町の教育推進計画を機軸といたしながら、各種施策の展開に最善の努力を

払っていきたいというふうに考えているところでございます。また、ご質問の

中にございました中学校の成績における、いわゆるＢ問題、主として活用にか

かわる分でございますけれども、これらについては中学校ということに限らず、

小学校においても、その課題はあるところでございます。今後におきましては、

この活用問題のみを克服するということではなくて、基礎基本をしっかりと身

につけながら、この活用問題等を解いていくということに向けていかなければ

ならないかなというふうに思っているところでありますので、今後にありまし

ては十分にここら辺の対策等は講じていきたいというふうに考えているところ

であります。また、今回の結果公表等にあたって、学校等からの意見といいま

すか、そのものがあったのかということのご質問でございますけれども、この

結果公表ということについて、教育委員会が決定をし、北海道教育委員会のほ

うに報告をしているということでありますが、それに至った後にありましては、

町の校長会でありますとか教頭会のほうにご説明等をさせていただきながら、

これまできているところでありますので、その後における各学校等から特段の

意見というのはないところであります。 

議長 千葉議員。 

１１番 

千葉議員 

今の教育長の説明の中ではもう一点私気になってるところがあるんですけど

も、今回公表しなかった結果について、日高の教育振興局、それから、道教委

の反応というんですか、それらに対して平取町の教育委員会に対して何かご意

見等を拝聴した経緯はあるのでしょうか。 

議長 教育長。 

教育長 お答えさせていただきます。平取町教育委員会として北海道版の結果報告書に

同意をしなかったと、しないということで、これまで北海道教育委員会、日高

教育局を通じながら、報告等をさせていただいているところでありますが、こ
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のことにつきましては、日高教育局からも管内的に、いわゆる６町が同意をし

たということで、平取町につきましてもその考え方に至ってほしい旨のお話と

いうことは事実ございました。しかし、私ども教育委員会といたしましては、

これまでご説明申し上げているとおり、基本的な考え方はやはり貫いていかな

ければならないのかなということで、それぞれお答えはさせていただいている

ところであります。 

議長 千葉議員。 

１１番 

千葉議員 

わかりました。それともう１点ですけども、今現在教育委員４名ですか、おら

れますけども、教育委員の中でのこの公表せずという結論に至ったお話し合い

の中で、教育委員の委員会としては、全会一致でだれもこのことに対しては、

意見を申し述べる方は１人もいなかったという理解でよろしいんでしょうか。

お答えいただきたいと思います。 

議長 教育長。 

教育長 この結果公表にかかわっての協議ということでは先ほど申し上げましたとお

り、教育委員会議を開催をして、平取町の教育委員会として最終的な答えを出

しているところでありますけれども、このことにつきましては、教育委員、私

を含めて現在５名でありますけれども、５名において、すべてが、同意するこ

とには反対をするということではなくて、委員の中にもやはり、結果というこ

とについては、序列化であるとか、そのものが、明確にならないということで

あれば公表に至っても良いのではないかというような考え方を持つ委員も中に

はおります。しかし、教育委員は合議体でございますので、最終的には、結論

といたしましては同意をしないということに至ったところでございますので、

教育委員の中にも同意すべきだという考え方を持つ委員は中にはいるところで

あります。 

議長 千葉議員。 

１１番 

千葉議員 

そうなんですね。状況のことは本当わからずの部分でしたので、今初めて流れ、

話し合いの結果も少しずつこうわかってきたわけでございますけども、それと

教育長、どうなんでしょうね、学校別の平均成績については、公表はしないほ

うがいいっていう教育長サイドでの考え方はどうなんでしょうか。そういう結

果なんでしょうか。 

議長 教育長。 
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教育長 北海道教育委員会にありましては、市町村別、そして学校別の公表をするとい

うことでは、その市町村教育委員会が決定をすることであるということで、そ

の市町村教育委員会が、市町村別、さらには学校別ということで公表するとい

うことの結論に至った場合はそれは公表していいという、要綱になっておりま

すので、北海道教育委員会にありましては、現在は、市町村別の公表だけに至

ってます。学校別は行っておりません。平取町としても、学校別に公表してい

くという考え方は当然、現段階では持っていないということであります。 

議長 千葉議員。 

１１番 

千葉議員 

またちょっとぶり返すようで本当恐縮なんですけど、全国の学力テスト、費用

はなんか５５億ぐらいかかってるということのようですけども、そういった費

用をかけて、なおかつあの結果がなかなか全国あるいは全道と比較した場合の

位置付け、あるいは日高管内の位置付けというのは、やはりあの透明化にして

もらいたいという部分も、先ほど申し上げたとおり、父兄のなかでもそういう

意見はあるんですけども、一つお尋ねしたいのが、来年度以降もそういった考

えの方針でずっと平取町はいくお考えなのでしょうか。 

議長 教育長。 

教育長 現段階で、私がお答えできる分については、来年度以降におきましても、平取

町としては、北海道版の結果報告書に同意をするという考え方には至らない、

というように考えております。 

議長 千葉議員。 

１１番 

千葉議員 

それだけ信念をもって町教委として、やってこうということの結論だなという

ふうに私受けとめております。ただ新聞にも公表されてるとおり各自治体にお

いてはですね、課題となってる点、ひとつひとつ詳細が出てないんですけどね、

新聞紙上では。まあさまざまな意見があるなかで、例えばあの日高町の場合で

したら、結果に一喜一憂はしないで、基本的な生活習慣である早寝早起き朝ご

飯をきちっと正して運動もですね、やっていきたいと。そういった運動に取り

組んでいきたいということもコメントで出ておりますし、新冠は、たまたま管

内では結構成績が上のほうだったと思うんですけども、毎年安定した成績が出

せるかどうかが今後の課題であると。小学校の家庭学習を習慣化させることが

大切だというコメントも出ております。それから新ひだか町においては、やは

り中学生の数学Ｂの正答率は、全４分野ともですね、全国平均の７割以下だっ

たと。このことを大変重たく受けとめているコメントも出ております。それか

ら、浦河町においては、本年度から学力テストを受験しない小学校２年生から
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５年生、あるいは中１、中２を対象にですね、学力調査をはじめたというコメ

ントもありまして、やはり、それぞれ公表された結果の中身を厳粛に受けとめ

ながらですね、各自治体として町の教育行政として取り組んでる姿勢がうかが

われるんでありますけども、私は、先ほど冒頭に申したとおり、やはり共有し

ていくという部分においては、公表していかない方向でずっとこれからもいく

よという部分においてはですね、やはりあの、今後も私は、町民特にあの現役

のお子さんを抱えてる家庭に対しての説明責任、先ほどの話だと学校の評議員

とかあるいはその学校単位で発行しているものに対してですね文書化してたぶ

ん通知はすると思うんですけども、今後もですね、このようなかたちのなかで、

例えば、町内のほうから、あるいは父兄の方から公表してもらいたいという意

見が強まった場合は、教育委員会含めてですね、町の教育行政のなかで方向転

換もあるという考えでよろしいんでしょうか。 

議長 教育長。 

教育長 結果公表にかかわって、現時点では北海道版の結果報告書に同意をするという

考え方には至らないということで、ご説明をさせていただいているところであ

りますけれども、ただいまのご質問において、保護者、地域等から今後にあっ

ては、平取町としてもその公表に同意すべきではないかというような声が多く

出た場合にあっても、方向を転換することはないのかということのご質問かな

というように思っておりますけども教育委員会といたしましてはこれまでもご

説明を申し上げておりますとおり、本来のこの全国学テの主旨そのものについ

ては、教育委員会としてはやはりそのものは忘れてはならないものだと考えて

おりますので、いわゆる過度な競争、序列化を招くということが考えられる場

合においては、そのことにはやはり至らないというふうには思っておりますけ

れども、やはり時代の趨勢とともに、そのことをやはり、ひろく町民のみなら

ず、北海道全体に対して、それらは公表すべきだというような声が大きくでる

ということもありましたらやはり、教育委員会としては、そのことは真摯に受

けとめながら、協議はしていかなきゃならないかなというふうには思っており

ますけれども、現時点では、その考え方には至らないということをお答えをさ

せていただきたいというように思います。 

議長 千葉議員。 

１１番 

千葉議員 

それではですね、その方針は、今教育長のほうから答弁いただいたとおりとい

うふうに厳粛に私も受けとめますけども、今後の課題であります、学力向上に

対してのですね、平取町の町教委としての取り組みはですね、どのような見解

をもってるのかっていうことでちょっと触れてみたいことがあります。それこ

そ序列化とかあの順位に対してっていうことは私も実は気持ちの上では本当に
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学力向上につながるような発表につながるのかなという部分ではちょっと首か

しげる分も自分自身ではあるんですけども、ただ現実的にですね、率直に申し

上げますと、上位に自治体で４７都道府県の自治体で上位にきてる学校、学校

というかその教育行政に対する取り組みの中で、調査した結果内容はやっぱり、

承知のことと思いますけども、やはりあの中学校小学校ともにですね、家庭内

の会話率が非常に高い、これはもう承知のことと思いますし自己肯定率も高い。

それから、学校の校則の遵守率も非常に高い。それから、宿題の実行率、要す

るに学校側から出された宿題を必ずこなしていく、実行率も非常に高い。それ

から、自宅学習率も高い。それから、読書率も高いんですね。すでに当然のこ

とながら教育長はじめ松澤課長も承知のことと思いますけども、そのなかでや

っぱり特記して、懸念されてることは、常任委員会の中でも話はちょっと出て

たようなんですけども、ゲームのプレイ時間ですね、これが異常に北海道がダ

ントツ１位なんですよね。小学生は特に。そういった部分に対して、まあ詳細、

これはもう家庭教育の問題もう当然のことながら、大きく関わってくることだ

と思ってますけども、こういった項目一つ一つを拾い上げて、やはり、問題点、

課題点を見出していく。そしてそれに対して、各学校に指導していく、あるい

は家庭側に周知するという作業に対して、今後の取り組みという部分ではどの

ような意見があるのか、そのことも、本日伺っておきたいと思います。 

議長 教育長。 

教育長 ただいまのご質問の中におきまして、いわゆる児童生徒の学習状況といいます

か、それらについて課題があると。それらを改善をしながら学力の向上に努め

るということがやはり大切ではないかということになろうかなというふうに思

っておりますけれども、いわゆる、学習状況調査結果ということにありまして

は、今のご質問の中にもありましたけれども、１日におけるゲームに費やす時

間でありますとか、メール、インターネット、さらにはテレビの視聴時間が長

いだとかということは日高管内そして北海道もそうですけども当町におきまし

てもその実態はあるところでございます。例えば一例として申し上げますと、

１日のゲームの時間で２時間以上行っているかどうかということでは、小学生

では平取町の子どもたちについては全道、全国等からも低い状況にはなってま

す。小学校では２５％程度の子どもたちが２時間以上ゲームはやっているとい

うことなんですけども、全道、全国では３０を超えるというような割合になっ

てございます。そういうようなことで、やはり１日の生活習慣といいますか、

その辺のことについても十分に改善を図りながら、今後の学力向上ということ

にはつなげていかなければならないのかなというように思っておりますので、

これらにつきましても十分に学校、家庭、地域との連携等を図りながら改善に

努めていきたいというように考えているところであります。 
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議長 千葉議員。 

１１番 

千葉議員 

ぜひ頑張って取り組んでいただきたいなというふうに思っております。それと

質問の最後のほうになってくるわけでございますけども、正答率の話がどうし

ても出てくるんですけども、少なからずともですね、大都会とか中核都市、そ

れからその他の地方の市ですね、いわゆる人口がある程度いて、生徒数もいる

ような地域と、それから町村単位、特にへき地の地域を抱えてるへき地校を抱

えてる町村単位でいったら、非常にまだまだ改善はしてきてるんだけども、ま

だやっぱり都市部との格差が開いてる。この要因はやっぱたどっていけば、私

やっぱりあの、一概には言えないのかもしれませんけど、やはり指導力があっ

て学校運営に対してあるいはその子どもに対しての信頼関係をもてる、俗に言

ういい先生の数がですね、なかなか、こちら日高のほうには来てないのかな、

そういう意見も父兄の中から出てるのも事実でございます。これは今の先生が

良いとか悪いとかではなくて、一生懸命やられてる先生も努力してるのにそん

なに芽を出してくれないという結果もあるんですけども、その部分に対しての、

今後の私は平取町の課題でもあり、日高管内の課題でもあると思うんですけど

も、承知のとおり日高管内は人口７万２千前後かな、今。苫小牧の半分ぐらい

しか、この広い日高管内において、人が住んでない。生徒数もだからそれなり

に少ないわけでございますけども、そういったなかで、やはり学力向上につな

がるような、指導者、先生、これらの、まあ人事の関係も当然のことながら出

てくるわけですけども、取り組みに対してのお考えも、町教委として伺ってお

きたいと思います。 

議長 教育長。 

教育長 学力向上を図るということにおいては、学校における指導そのものを、やはり

高めていかなきゃならないということになろうかなというふうに思っておりま

す。それで、ただいまご質問にありますけれども、いわゆる教員の資質の向上

ということにありましては、教育委員会といたしましても、さまざまな対策等

を講じながらあたっているところでありますけれども、いわゆる教員というこ

とにありましては、日高管内を基本としながら人事を行っているということと

なります。そこにおいては現状では、日高管内だけでの異動ということはなか

なかままならない部分がございますので、他管交流ということで現状におきま

しても、胆振、空知、渡島管内から教員が日高管内に入ってきてるということ

もございますし、また日高管内からその管内のほうに交流に出てるということ

で他管に出て、そしてまた日高管内に戻って、それ以降における管内の教育力

を高めていくというようなことの意味合いを持ちながら他管との交流を実施を

してきてるということもございます。そのようなことでは教員の質の向上を図

っていくということにおきましても、平取町の教育委員会といたしましてもや
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はり研修、そういうものに力を入れなきゃならないのかなというふうに思って

おります。そういう点では、平取町におきましてもさまざまな教員の研修等を

行っておりますし、また、教育研究協議会等を立ち上げるなかでそれぞれ先生

方が、自主的、主体的に活動を行っているということで、それらがすべて子ど

もたちに反映できるように、教員も日々努力をしているところでありますので、

今後とも教育委員会といたしましては教員の質の向上等に向けて最大限支援等

はしていきたいというように考えているところであります。 

議長 千葉議員。 

１１番 

千葉議員 

さまざまな困難な壁もたくさんあろうかなと思いますけども、ぜひ今教育長言

われたようなかたちでですね、少しでも、この平取町の町の教育行政として、

学校全体が地域全体がですね、学力向上するような取り組み、少しずつですね、

取り組んでってもらえればなというふうに思ってます。ただ悪い面だけではな

いですね、北海道のこのデータを見ていますと、全国のその正答率の中で全国

平均上回ってる項目というのが２、３ありまして、特にあの先ほどＢ項目の話

したんですが、Ａ項目では伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項が１０

０．４、いわゆる０．４ポイント上回ってる。全国の正答率を１００とした場

合ですね。それと、国語のＡですね、話すこと聞くこと、これは北海道全体で

の数字なんですけど、これも同じく１００．３と０．３ポイント全国平均を上

回っている。それから数学のＢ、唯一これは関数なんですね、関数の問題。数

学のＢ、これは１００．９で、０．９ポイント全国平均より上回っている。こ

ういった良い面もたくさんまた指摘をすれば出てくるわけでございまして、特

に平取町の場合は、道徳教育とか、例えば犯罪に対する地域としての取り組み

とか、あるいはその校内暴力の関係、家庭内暴力の関係とか、私は田舎特有の

この平取町のこういった町特有のですね、良い面はまだまだ探してこえばたく

さんあるなというふうに思ってますので、それらのこともですね、やはりあわ

せて一つ一つ検証しながら、今後の町の学力向上のためにですね、取り組んで

いってもらいたいなというふうに思っております。時間の関係上、これ以上、

ご答弁求めませんけども、引き続きですね、教育長中心に教育委員会のメンバ

ー、それから学校単位、それから学校の評議員も含めてですね、親御さんたち

も全員一致してですね、さまざまな、平取町が抱えてる、教育問題に対して今

後もひとつ努力していっていただきたいというふうに思っております。それで、

次の質問に行きたいと思います。通告してあります、川上町長３期目の継続出

馬ということでございますけども、もうすでに新聞紙上で出馬に対しては、事

実上表明されたなかで本日の定例議会において、正式に表明したいという意向

もあったようでございますので、改めて、伺ってまいります。来年６月、任期

満了に伴いまして、町長選挙の改選が待ち受けておりますけども、川上町長の

ですね、現在の考え方を改めてこの議場で伺っていきたいと思います。 
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議長 町長。 

町長 それでは千葉議員からのご質問にご答弁を申し上げたいと思います。私は平成

２０年の７月に町民の支持を得まして、町長に就任し、町長という重責を担う

ことになり、早くも７年６か月が経過をいたしました。この間、多くの方々の

ご支援、ご指導をいただきまして、現在まで務めさせていただきました。私は

町民の幸せを第一に、豊かで安全で安心して暮らせるまちづくりを目指して、

町民の皆さま、さらには、議員の皆さんにご協力をいただきながら進めてきた

ところでございます。また、町といたしましても、理事者、職員が一体になっ

て、町民の付託にこたえるように、誠心誠意頑張ってきたところでございます。

２期７年６か月を少し振り返ってみますと、平取町はどの町とも合併せず、将

来にわたり自主、自立の道を歩み続けております。しかし、長く続いた景気の

低迷、政権の交代、東日本大震災など、大変厳しい社会情勢のなかで、景気対

策、あるいは人口減少対策、農林業対策、少子高齢化対策、財政健全化対策な

ど、多くの課題と向き合いながら、乏しい自主財源と地方交付税の動向に左右

されながらも、創意工夫を凝らしながら、町の活性化に取り組んできたところ

でございます。特に農業振興については、長年の懸案でありましたエゾシカの

侵入防護柵整備事業、あるいは農業の将来を見据えて、新規就農事業を積極的

に推進するために振内地区に実践農場を整備し、担い手対策に力を入れてきた

ところでございます。現在では、トマトの生産については１０年連続して、１

万トン、３０億円を突破して、今年も１万２千トン、４２億７千万円を達成し、

北海道一の生産地となっているところでございます。また、平取町の優れた特

産品をＰＲするため、初めて札幌でびらとりトマト和牛フェアの開催をしてお

ります。また、びらとり温泉ゆから整備につきましては交流人口の拡大ととも

に、町民の憩いの施設として利用されていることは大変うれしく思っていると

ころであります。これまで、指定管理料として約４千万円の経費が指定管理料、

現在はなしで運営され、他の重要な財源に充当できることは、昨今の財政状況

が厳しいなかでは、大きな成果でもございます。さらには、アイヌ文化の推進

では、沙流川地域のイオル再生事業、アイヌ文化情報センターの整備、伝統的

工芸品としてアツシ、イタが北海道初の指定を受けたところでございますし、

また、重要文化的景観等の追加選定など、アイヌ文化の振興についても、町議

会をはじめ、アイヌ協会、行政など、町ぐるみで進めてきたところでございま

す。福祉関係については、子育ての支援医療費の助成事業、高速通信網の光フ

ァイバーの整備、住宅リフォーム助成事業、赤ちゃん誕生祝い金事業、さらに

は、災害に強いまちづくりについて、政権交代により、一時、凍結された経緯

もございますけれども、平取ダムにつきましては、沙流川総合開発上２ダム１

事業として進めながら、約半世紀にわたり懸案となっておりましたけれども、

町民の願いが国に届き、本体着工されまして、２０２０年完成のめどがついた
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ところでございます。これまで、町議会をはじめ、町民の皆さんのご支援とご

協力のもとに、着実に町政を推進することができましたことに感謝をしている

ところでございます。町政の執行については、昨年度から着手をいたしました

第６次の平取町の総合計画が、町民の皆さんの手によって、策定をされ、先週、

答申を受けたところでございます。今後、第６次の平取町の総合計画を基調と

しながら、今後１０か年計画を具体的に進めてまいりますが、しかし乏しい自

主財源と地方交付税の限られた財源でありますが、現在進めている事業、今後

取り組んでいかなければならない多くの課題を選択と集中のなかで、確実に解

決しなければならないというふうに考えてございます。具体的には、国保病院

の改築、人口減少問題、少子高齢化対策、平取ダムの予定どおりの完成、そし

て関連施設の整備、道立平取高校の存続、肉牛振興、さらなる交流人口の拡大

のための観光振興、アイヌ文化の振興など、さまざまな課題が山積し、重要な

時期にあると考えております。今後とも自立の道をより確実に発展させなけれ

ばならないというふうに考えております。私たちは先人から生きる知恵や豊か

な自然を受け継いでまいりました。先人はその時々を懸命に生き、町の歴史や

文化、財産を築きあげながら残してくれました。今を生きる私たちは先人が残

してくれた宝を次の時代につなげる使命がございます。町民が幸せを実感でき

る確かな未来を築くために、全力を挙げなければなりません。今、日本は人口

減少の時代を迎えまして、平取町にも大きな波が押し寄せております。地域経

済の活性化と人口減少問題を克服するために、今後とも、産業の振興対策や定

住対策等々、平取だからこそできる、地方創生に果敢に挑戦をしていかなけれ

ばならないというふうに考えてございます。２１世紀は食料、環境、エネルギ

ー問題というのは、世界最大の課題でございます。平取町の将来展望といたし

ましては、やはり自然と共生しながら、豊かな森林資源等を活用し、化石燃料

に頼らないクリーンエネルギー１００％自賄いできるまちづくり、また、基幹

産業の農業の町として、食料自給率１００％のまちづくり、また、豊かな自然

を守り、次の世代に引き継ぐことのできるまちづくりを目指さなければならな

いというふうに考えてございます。平取町の５０年先１００年先も町民の皆さ

んがこの町に住んでよかったと思える平取であるために、町民と行政が一体と

なった協働のまちづくりを着実に前進させるためにも、私の集大成として、小

さな町の大きな挑戦をしてまいりたいと決意を新たにしているところでござい

ます。私としてはまことに浅学非才ではございますが、議会の皆さん、町民の

皆さん、そして職員の皆さんに対し、心からのご支援とご協力をお願い申し上

げまして、引き続き３期目の町政を担当させていただきたいと考えているとこ

ろでございますので、決意の一端を申し上げて答弁に代えさせていただきます。

ありがとうございます。 

議長 千葉議員。 
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１１番 

千葉議員 

今川上町長のほうから３期目に対する、決意の一端を述べさせて、私も今伺っ

ておりました。私としてはですね、第５次の今の前の総合計画のときのシミュ

レーション、思い起こせば、基金が２、３億に底をついてもおり、そしてその

かわりというか、その債務償還も順調に推移しながら起債残高も減ってるよと

いうような、確かそういったシミュレーションだったというふうに思っており

ますが、現時点で、基金残高が約２５億円ほど残っております。それと先ほど

温泉のゆからの施設のこともご紹介ありましたけども、今後予定されてる近々

の中身としては、まずは、平取町の国保病院を建物、あるいはハードウェアソ

フトウェア含めてですね、建て直して、再度、改修をして進めていきたいとい

う課題もございます。改めて町長のですね、川上町長の平取町の発展に伴うよ

うな、将来構想の核となっていくようなお話があれば、その一端もお伺いして

質問をしたいと思います。 

議長 町長。 

町長 それは簡単に、私のほうから申し上げたいと思いますが、基金の関係について

は、ちょうど小泉内閣の三位一体改革のときに、交付税が約１０億程度削減さ

れ、運営できなければ、平成の大合併というようなことでございました。なお

かつ、また、平成１５年には大きな災害がございましたけれども、自主自立の

選択を先人の方々が選びまして、基金が約３億程度、２５億あったものが３億

程度なくなっても、平取町が自立していただきたいというような、そういった

町民の声で現在、それぞれの町民の皆さんとともに、行財政改革に取り組みな

がら、限られた財源のなかで、選択と集中をしながらですね、これまで、今日

に至っているところでございます。そういったなかで、起債も約６０億、その

うち交付税に算入されるのが約２分の１ありますので、純粋な基金については

純粋な借金については３０億程度というふうに思いますけれども、今後は、大

きなプロジェクト事業が抱えてございますので、ある程度、良質な起債のなか

で、整備をしていかなければならない、そういうふうに思っておりますが、起

債もただ借金ではなくて、これもやはり財産が残るということでございますの

で、できるだけ町としても、借金が残らないようなかたちのなかで取り組んで

まいりたいというふうに考えております。また、これから平取町の発展の核と

いうようなことでは、大きなとらえでは申しましたけれども、今、これまで以

来ですね、人口減少というかたちのなかでは、本当に地域が大きく状況が変わ

ってですね、本当に町市街地から離れる地区におきましては本当に独居老人だ

とか、老老介護のお年寄りなど、新たな課題が、山積をしてございます。そう

いった状況が少しずつ変わっているなかでは本当に地域のコミュニティーとい

うか、絆をさらに強くしてですね、連携を図っていかなければならない、そう

いうことが大事だというふうに思っておりましてですね、これからはやはり人

口が減少しますと、自主財源もさらに減るなかではこれまでの行政サービスを
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行政だけでは、できない部分というのがございますので、そういった意味にお

きましては、これから、地域の課題は地域が課題を解決する地域力をしっかり

とつくっていかなければならない、そのためには、人づくりが大事だというふ

うに思っております。シンクタンクというようなことで、これもやはり職員も

切磋琢磨しながらブラッシュアップしながら、また地域は地域で解決する力を

つけながら、行政が支援をしなきゃならないところは、バックアップしながら

支援をしていく地域力、そして、人づくりということがですね、これから大き

な、大事なことなのかなというふうに思ってございます。元気な町にはですね、

人が集まってまいりますので、本当にふるさとを誇りに思うそんなまちづくり

をすることが交流人口、人が集まってくることにつながっていくのかなという

ふうに思ってございますので、そういった人づくり、地域力を高めることが、

町民全員がオール平取で２１世紀のこれからの先を進んでいくことが大事だと

いうふうに考えておりますので、答弁に代えさせていただきます。 

議長 千葉議員の質問は終了いたします。以上で通告のありました議員からの質問は

すべて終了いたしましたので、日程第５、一般質問を終了いたします。 

日程第６、請願第５号ＴＰＰ交渉大筋合意に対する請願について、 

日程第７、陳情第３号「介護報酬の再改定を求める意見書」採択についての陳

情について、以上２件を一括して議題といたします。この２件の取り扱いにつ

きましては、先に開催の議会運営委員会において協議されておりますので、そ

の結果について議会運営委員会委員長より報告願います。８番四戸議員。 

８番 

四戸議員 

８番四戸です。先に提出されました請願１件、陳情１件についてでございます

が、１２月８日に開催されました議会運営委員会で協議をいたしました。その

結果については常任委員会に付託して審査することで、意見の一致をみており

ます。請願第５号及び陳情第３号の２件については、産業厚生常任委員会へ付

託としておりますので、議長よりお諮りをお願いいたします。 

議長 お諮りします。ただいま議会運営委員会委員長より報告のありましたとおり、

請願第５号、陳情第３号については、産業厚生常任委員会に付託し審査するこ

とにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、請願第５号、陳情第３号については、産業厚生

常任委員会に付託し審査することに決定しました。以上で本日の日程はすべて

終了いたしました。本日はこれにて散会といたします。大変ご苦労様でござい

ました。 

（閉 会 午後 ２時 ９分） 


